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日本国政府は、ツバル国政府の要請に基づき、同国のフナフチ環礁電力供給施設整備計画

にかかる基本設計調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施し
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調査団は、ツバル政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実

施しました。帰国後の国内作業の後、平成 17年 3月 14日から 3月 20日まで実施された基本

設計概要書案の現地説明を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つ

ことを願うものです。 

 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 
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調査対象地域の一般概況 

フナフチ国際空港 
フナフチに、1,500m滑走路と空港設備がオーストラ
リアの援助で 1994 年に建設された。 週 3 便、29
人乗りのプロペラ機がフィジー（スバ）間を運行し

ているが天候次第で頻繁に欠航となる。 

港湾施設 
本発電所建設及び配電線改修計画用の資機材陸揚

げ港（発電所から約 3km）にはクレーン施設がない
ので、船のクレ－ンで荷卸しをする必要がある。 

石油製品貯蓄設備 
全ての石油製品は輸入し、埠頭近くにある BP 社の
貯蓄タンクに受け入れられる。 発電所の燃料は、

ここからタンクローリー（9,000 リッター）で運搬
されている。 

総合病院 
2003 年に我が国の無償資金協力で建設された新病
院（プリンセス・マーガレット病院）は、島民の保

健医療サービス確保において重要な施設となって

いる。 

海水淡水化装置 
1999年、我が国の草の根無償援助により「ツ」国緊
急水供給計画の一環として、飛行場滑走路南端に

65m3/日の海水淡水化装置が建設され、島民の飲料水
確保において重要な施設となっている。 

新政府庁舎 
2004 年に台湾の援助で新政府庁舎が建設された。
本発電所建設計画の実施機関であるツバル電力公

社（TEC）を監督している公共事業・エネルギー省
は、当庁舎内で執務にあたっている。 



フォガファレ発電所の現況 

フォガファレ発電所建屋 
1982年に建設された発電所建屋内には、発電機室、
監視・制御室、修理工場がある。 現在 4台のディ
ーゼル発電機（総現有出力：820kW）が稼動してい
るが、建屋及び発電設備は老朽している。 

発電所建屋内のディーゼル発電機 
建設当初（1982 年）は 144kWx4 台、その後、4 回
の交換を行い、現在は 4台 （144kWx1、248kWx2、
400kWx1）が稼動中であるが、老朽化しており、総
現有出力は 820kWである。 

屋外のディーゼル発電機 
2001 年に導入した屋外設置のディーゼル発電機
（1MW）は、設計不良が原因で運転できず、製作し
たメーカーが 2005 年に 400kW と交換の予定であ

る。 

燃料貯蓄設備 
本発電所建設計画では、4 基の燃料タンクは既存の
発電機用として現状のまま使用し、新発電設備用に

は、燃料タンク（150m3 x 2基）を新設する計画であ
る。 

燃料運搬車（タンクローリー） 
発電所から約 3km 離れた埠頭近くの燃料備蓄タン
ク（BP 社）から 3 日毎に燃料がタンクローリー 
(9,000リッター) で運搬されてくる。 

ツバル電力公社（TEC）事務所 
既存事務所は、本プロジェクトの支障物件となるた

め、本発電所建設計画において日本側工事が開始さ

れる前に TEC側で撤去することが確認された。 



既設配電設備の現況（1/4） 

    （凡例）RMU：リングメインユニット（配電用開閉器盤） 

         DT ：ディストリビューション・トランス（配電用変圧器） 

配電用変電所（No.1A） 
2002 年に設置の配電設備（11kV 地中ケーブル、
RMU、DT）は、機能良好な状態であり、本改修計
画の対象外とする。 

配電用変電所（No.1） 
2004年に設置の RMUは、本改修計画で断路器 3台
形に交換し、元の RMUは、変電所 No.9に移設する
計画である。 なお、1994年製の DTは、機能良好
な状態であり、本改修計画の対象外とする。 

配電用変電所（政府新庁舎） 
2004年の政府新庁舎建設と同時に、当庁舎専用に配
電用変圧器 (500kVA) が警察署内に設置された。左
に非常用発電機 (60kVA) も設置されている。 当
変電所は、本改修計画の対象外とする。 

配電用変電所（No.2） 
1982年に設置の RMUはケーブル接続箱から油漏れ
を生じ、上部の腐食が進行しているため、本改修計

画で交換する。 

配電用変電所（No.2） 
1985 年製の DT (160kVA) は、油面計から油漏れを
生じ、老朽化しているため、本改修計画で交換する。

配電用変電所（No.3） 
1982年に設置の RMUは、上部の腐食が進行してい
るため、本計画で交換する。 



既設配電設備の現況（2/4） 

配電用変電所（No.3） 
1979 年製の DT (160kVA) は機能良好な状態である
が、過負荷運転を強いられているため、本改修計画

で 200kVAに交換し、元の DTは、No. 8Aに移設す
る計画である。 

配電用変電所（No.4） 
1982年に設置の RMUは、上部の腐食が進行してい
るため、本計画で交換する。 

配電用変電所（No.4） 
1979 年製の DT (160kVA) は、油面計から油漏れを
生じ、かつ過負荷運転を強いられているため、本改

修計画で 200kVAに交換する。 

配電用変電所（新病院） 
2003 年に我が国の無償資金協力で建設された新病
院（プリンセス・マーガレット病院）と同時に、当

病院専用の配電用変圧器 (300kVA) が屋外に設置
された。 当変電所は、本改修計画の対象外とする。

配電用変電所（No.5） 

2003年に設置の RMUと 1979年製の DTは、いずれ
も機能良好な状態であり、本改修計画の対象外とす

る。 

配電用変電所（No.6） 
1982年に設置の RMUは、上部の腐食が進行してい
るのと、本計画で配電系統上、断路器 3台形に交換
する。 



既設配電設備の現況（3/4） 

配電用変電所（No.6） 
1985 年製の DT (160kVA) は、過負荷運転を強いら
れている。待機需要（港湾施設用に約 80kW）に将
来需要を加えて、本改修計画で 400kVAに交換する。

配電用変電所（No.7） 
1996 年に設置の RMU は故障している。11kV ケー
ブルは、外部で渡り接続され、保護の目的でバケツ

を被せているが危険極まりない。本計画で、RMU
と 11kVケーブルを交換する。 

配電用変電所（No.7） 
2003年に DTが短絡事故を起こし撤去された。本改
修計画で 100kVAに交換する。 

配電用変電所（No.8） 
1994年製の RMUは故障している。本改修計画で交
換する。 

配電用変電所（No.8） 
1994年製の DT (80kVA) は故障している。本改修計
画で 100kVAに交換する。 

配電用変電所（No.8A） 
2002年に設置の RMUは、機能良好な状態であり、
本改修計画の対象外とする。 



既設配電設備の現況（4/4） 

配電用変電所（No.8A） 
1994年製のDT (80kVA) は腐食が進行していて危険
な状態である。本改修計画で、No.3 変電所の DT 
(160kVA) を移設する計画である。 

配電用変電所（No.8B） 
2002年に設置の RMU及び DT (100kVA) は、機能良
好な状態であり、本改修計画の対象外とする。 

配電用変電所（No.9） 
1982 年に設置の RMU は故障している。11kV ケー
ブルは、外部で渡り接続され、保護の目的でバケツ

を被せているが危険極まりない。本計画で、No.1変
電所の RMUを移設する計画である。 

配電用変電所（No.9） 
1985 年製の DT (160kVA) は、油面計から油漏れを
生じ、かつ上部の腐食が進行中であり（左下写真参

照）危険な状態であるため、本改修計画で将来需要

を加え、200kVAに交換する。 

配電用変電所（No.9） 
DT上部の腐食。 11kVケ－ブル端末箱の部分にも
腐食が見られる。 

配電用変電所（既設発電所隣接） 
11KV配電電圧に昇圧する DT並びに RMUは、機能
良好な状態であり、本改修計画の対象外とする。 
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要   約 



i 

要 約 

ツバル国（以下「ツ」国と称す）は、南太平洋に位置する 9つの環礁島から構成される環礁国家であり、全

島の合計面積が約 26km2、全人口は約 9.6千人（2002年人口統計）、国民一人当たりの GNIは US$1,380

（2002 年､アジア開発銀行推計）である。 

「ツ」国では、国家開発戦略である「VISION 2015（1998～2015 年）」において、①人材育成、②公共セク

ター改革、③民間セクター開発、④離島の開発、⑤基礎的インフラ整備、の 5 分野を重点活動計画として

取り上げている。これらの重点活動計画の中で、電力は「基礎的インフラ整備」を実現するための重要なイ

ンフラと位置付けられている。また、1995 年に制定された国家エネルギー政策（National Energy Policy in 

Tuvalu）では、都市部においては経済的で信頼性の高い電力の供給、地方部では経済的で信頼性の高

い電力の供給による社会・経済開発の推進、エネルギー源に関しては再生可能エネルギーの利用促進、

等が重点政策として定められている。 

「ツ」国の電力事業は、公共事業・エネルギー省（MWE：Ministry of Works and Energy）の監督の下、ツ

バル電力公社（TEC：Tuvalu Electricity Corporation）が全国の発電・配電に係る計画、運営、維持管理を

行っており、電源の大部分はディーゼル発電である。「ツ」国の首都フナフチでは 1 箇所のディーゼル発電

所（フォガファレ発電所）と 11kV/415V/240V の配電設備により電力供給が行われているが、以下に示すよ

うに発電・配電設備の容量不足および劣化により、不安定な供給を余儀なくされている。 

「ツ」国電力セクターは、主に旧宗主国である英国および EU の支援によりフナフチの電力供給設備を整

備してきたが､これらの設備は設置後 20 年近く経過して老朽化し、更に電力需要の増加により過負荷状態

となっている。このため発電設備、配電設備等の事故が頻発し､安定した電力供給に支障を来たしている。

また 1993 年から 2003 年までの過去 10 年間で、最大需用電力は年平均 7.46%の高い伸び率を記録し､

最大電力は約 2 倍となっているが､供給力の増加が需要の伸びに追いつかず、近年は供給制限を実施せ

ざるを得ない状況にある。 

上述のような脆弱な電力供給体制は、フナフチに集中している「ツ」国の政治、経済等の中枢機能の活

動に支障を及ぼしているとともに、保健、衛生、教育といった行政サービスや市民生活にも重大な影響を与

えている。このため、「ツ」国電力セクターは「発電設備の新設による供給力の確保」、「配電設備の更新に

よる供給信頼性の確保」を喫緊の課題としているが､同セクターの財政難のため課題の達成は困難な状況

にある。かかる状況から「ツ」国は、首都機能を維持し、社会・公共施設の安定した運営及びフナフチ住民

の生活水準の向上に必要不可欠な重要な社会基盤の一つである電力供給設備を増強・整備することを

目的として、我が国にフォガファレ発電所への発電設備の増設（600kW×4 台）並びに発電建屋の建設、

11kV 配電網の整備に係る無償資金協力を要請した。 

この要請に対し我が国は、要請の妥当性、緊急性及び電力セクターの運営状況等を調査するため、

2004 年 7 月 12 日から 7 月 29 日まで「ツ」国に独立行政法人国際協力機構（JICA）予備調査団を派遣し

た。予備調査の結果、本計画の実施により安定した電力供給体制が確保され、「ツ」国の社会・経済状況

の改善に資すると判断されたことから、我が国は基本設計調査の実施を決定した。この決定に基づき JICA

は、基本設計調査団を 2004 年 11 月 29 日から 12 月 19 日まで「ツ」国に派遣し、「ツ」国関係者と要請内

容の再確認、実施内容の協議を行うとともに、プロジェクトサイト調査及び関連資料の収集を実施した。 
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帰国後、調査団は現地調査資料に基づき、プロジェクトの必要性、社会・経済効果、妥当性について検

討し、最適な計画に係る基本設計及び実施計画を基本設計概要書に取りまとめた。これに基づき JICA は

2005 年 3 月 14 日から 3 月 20 日まで基本設計概要書の説明のため、調査団を再度「ツ」国に派遣した。 

現地調査結果に基づき調査団は、2005年から 2012年までのフナフチにおける電力需要想定を行った。

同需要想定では、2012 年における最大需要電力は 1,848kW であり、既設発電設備（3 号、4 号及び 5 号

機）の合計出力 840kW を差し引いた 1,008kW の供給力が不足することとなる。さらに、一般的に島嶼国の

発電所では、定期点検のために停止する最大容量の発電機 1台分の供給予備力を持つことが必要である。

これらの条件を勘案し、フナフチ電力系統の負荷の規模から、本計画で増設される発電設備の単機容量

は、600kW 程度と設定した。当初「ツ」国の要請した発電設備の増設規模は、600kW×4 台であったが、上

述の電力需要想定及び単機容量の検討結果から、本計画では 600kW×3 台が最適な増設規模であると

の結論に至った。 

11kV 配電網については現地調査結果に基づき、老朽化、過負荷により供給支障の原因となっている配

電用変電所設備（配電用開閉器盤及び配電用変圧器）並びに 11kV 配電ケーブルを更新の対象とした。

なお、過負荷となっている設備であっても、再利用可能な設備は負荷の少ない変電所に移設し、継続使用

する計画とした。政府庁舎、中央銀行、消防署、警察署等の政治・経済活動の中枢機能が集中しているフ

ォガファレ島中央部は、配電ルートをループ化し、配電設備事故発生時の停電範囲を最小限とできるよう

計画した。 

調査の結果策定した協力対象事業の範囲は、要請プロジェクトの内容を全て網羅するものであり、フォガ

ファレ発電所増設に必要な発電建屋の建設と資機材の調達・据付、並びにフナフチ配電網整備に係る資

機材の調達・据付である。 

現地調査及び「ツ」国との協議結果を基に取りまとめた協力対象事業の基本計画概要は次表のとおりで

ある。 
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基本計画の概要 

計画区分 計画内容 

計画対象 ・ 既存フォガファレ発電所及びフォガファレ島（配電網） 

発 電 建 家 の建 設

・ 平屋一部 2 階建て、床面積約 768m2 の建設 

・ 発電機、燃料タンク、補機等の基礎の建設 

・ 建築付帯設備の建設 

・ 敷地内外構工事の実施 

発 電 設 備 の調 達

と据 付 け工 事  

・ ディーゼル発電設備（出力 600kW×3 台）の調達と据付け工事 

・ 発電設備に必要な機械関係の附帯設備の調達と据付け工事 

‐ 燃料設備 

‐ 潤滑油設備 

‐ 冷却水設備 

‐ 圧縮空気設備 

‐ 吸排気設備 

‐ 廃油処理設備 

・ 発電設備に必要な電気関係の附帯設備の調達と据付け工事 

‐ 11kV 高圧配電盤 

‐ 11kV/415V 所内変圧器 

‐ 415V 低圧動力設備 

‐ 遠方監視・制御盤 

‐ 配線及び接地材料 

‐ 既設発電所と新設発電所間のケーブル布設 

配 電 設 備 の調 達

と据 付 け工 事  

・ 11kV 配電網整備に必要な下記機材の調達と据付け工事 

‐ 11kV ケーブル 

‐ 11kV/415V 配電用変圧器 

‐ 11kV 配電用開閉器盤（リングメインユニット） 

予 備 品 と保 守 用

道 工 具 の調 達 等

・ 発電設備、配電設備の維持管理に必要な予備品（2 年分）および道

工具 

・ 運転保守マニュアル（OJT 用教材を含む）の調達と OJT の実施 

・ 配電設備維持管理用車両（1 台） 

 

本計画を我が国の無償資金協力で実施する場合、概算事業費は約 9.30 億円（我が国側負担経費：約

9.26 億円、「ツ」国側負担経費：約 4.4 百万円）と見積もられる。このうち「ツ」国側が負担する主な事項は、

既設フォガファレ発電所敷地内における新発電建屋の建設に必要な既設 TEC 事務所の撤去及び用地の

整地並びに不要物の撤去等である。本計画の工期は実施設計を含め約 18 ヶ月程度である。 

本計画事業の完了後、整備された施設・機材の運転・維持管理は、本計画の実施機関である TECが行
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う。TEC の職員はディーゼル発電設備、配電設備の運転・維持管理に関する基礎技術は保有しており、本

計画の実施段階で運転・維持管理技術に関する OJT を実施し、必要なスペアパーツと運転・保守マニュア

ルを整備するとともに、初回の本格点検時に専門家による技術指導を行えば、本計画完成後も適切な設

備の維持管理が実施されるものと考えられる。 

本計画の裨益対象は、フナフチの住民約 4,500人である。本計画の実施により、目標年度 (2012年 )にお

いて、予測ピーク電力負荷 1,848kW に対し、発電設備容量が 2,460kW となり供給力がピーク電力を

612kW 上回る。このため、同時点で最大容量の発電設備となる新１～3 号機を定期点検で停止しても

72kW の緊急的な供給予備力を確保することが可能となる。また配電設備の整備により、配電設備及び配

電ケーブルが更新され、容量不足が解消されることで､設備の老朽化・容量不足に起因する事故停電が発

生しなくなる。その結果、電力の供給安定性が向上し､「ツ」国の経済の活性化や住民の生活レベルの向上、

並びに社会福祉施設、公共施設の安定した運営に多大な効果が期待されることから、協力対象事業に対

して我が国の無償資金協力を実施することは妥当であると考えられる。また、本計画の運営・維持管理につ

いても、「ツ」国側は人員・資金面で十分な体制を有しており、本計画の実施にあたり特段の問題は認めら

れない。 

なお、本計画の効果が発現・持続するために「ツ」国側が実施すべき課題は、以下のとおりである。 

(1) 本計画の実施により 2012 年までの緊急的な補償出力（最大出力の発電設備が 1 台停止した場合の

供給予備力）は確保されるが､2013 年以降の電力需要の伸びに対応するための電源開発を確実に実

施し､定期的な維持管理のために発電設備が停止できるよう供給予備力を確保する必要がある。 

(2) TEC の財務状況に関しては、政府機関等の大口需要家からの電気料金回収を確実に行い、財務運

営を健全化する必要がある。また、燃料消費量、補機動力使用量等の運転実績管理を徹底し、適切

な発電原価管理を行うとともに、本計画での供与資機材を含めた発電・配電用固定資産の減価償却

費を確実に費用として計上し、将来の設備投資資金として積み立てる必要がある。 

(3) 発電・配電設備の運営・維持管理に関しては、適切な維持管理、スペアパーツの購入に必要な予算

を確保し、非常用予備品は常時保管するよう計画する必要がある。そのためには、本計画で整備する

設備の稼働率が 27%程度以上となるよう、フォガファレ発電所の既設・新設発電設備の運用計画を策

定する必要がある。また、OJT 及びカウンターパート研修の成果を全ての運転・保守要員に確実に伝

達するとともに、予防保全技術の構築、運転・保守技術の維持向上に努める必要がある。 

(4) 環境影響評価報告書（EIA）の記載内容及び環境管理計画を遵守し､本プロジェクトの実施による環

境影響が EIA の予測を上回ることがないよう､適時見直す必要がある。 
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第 1章 プロジェクトの背景・経緯 

 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

ツバル国（以下「ツ」国と称す）は、南太平洋に位置する9つの環礁島から構成される
環礁国家であり、全島の合計面積が約26km2、全人口は約9.6千人（2002年人口統計）であ
る。「ツ」国では1978年に英国から独立した後、経済の自立達成が緊急の課題となってい
るが、国家規模が小さいこと、および水産資源を除き自国資源に乏しいことなどから、経

済的自立は非常に困難な状況にある。「ツ」国の首都はフナフチ（面積：約2.8km2、人口：

約4.5千人、同）であり、政府機関、中央銀行、空港、港湾といった「ツ」国の中枢機能
が集中している。 

「ツ」国の電力事業は、公共事業・エネルギー省（MWE：Ministry of Works and Energy）
の監督の下、ツバル電力公社（TEC：Tuvalu Electricity Corporation）が全国の発電・配電
に係る計画、運営、維持管理を行っており、電源の大部分はディーゼル発電である。フナ

フチでは1箇所のディーゼル発電所（フォガファレ発電所）と11kV/415V/240Vの配電設備
により電力供給が行われているが、以下に示すように発電・配電設備の容量不足および劣

化により、不安定な供給を余儀なくされている。 

フナフチ発電所にはディーゼル発電設備が5台設置され、総定格出力は2,045kWであるが、
2001年に設置された新1号機（定格出力1,005ｋW）は設備の不具合により運転が不可能で
あり、他の発電設備も定格出力の80％程度でしか運転できないことから、2004年12月時点
での総発電可能出力は820kWと総定格出力の40%まで低下している。一方、電力需要の伸
び率は至近3年間で年平均10%を超えており、2004年11月には最大需要電力が912kWを記
録し（92kWの供給力不足）、計画停電及び需要家負荷制限が行われている。また2003年
以降、新政府庁舎、病院等の大口需要家が電力使用を開始したことから、2004年末には最
大需要電力が1,000MWを超える見込みであり、供給力不足は一層深刻な状況になると考え
られる。さらに、供給予備力が無いため、発電設備を停止して定期点検、部品交換などが

実施できない状態にあり、維持管理不足が機器の劣化に拍車をかけている。 

フナフチの配電設備は、11kV地中ケーブル、11kV/415V配電用変圧器、リングメインユ
ニット（配電用開閉器盤）並びに低圧地中ケーブルにより構成されているが、地中ケーブ

ル及び機器の過負荷並びに老朽化により設備事故が多発し、停電状態が続く地域も少なく

ない。このため、早急な設備の増強と改修が必要であるが、資金不足のため配電設備の更

新が実施できず、TECは事故点をバイパスして配電線を接続するなど、応急的な処置で辛
うじて電力供給を継続している状況である。 

以上に示す通り、フナフチにおける発電設備の新設および配電設備の整備により、安定

した電力供給を行うことが「ツ」国電力セクターの喫緊の課題となっている。 
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1-1-2 開発計画 

「ツ」国の国家開発戦略である「VISION 2015（1998～2015年）」では、①人材育成、
②公共セクター改革、③民間セクター開発、④離島の開発、⑤基礎的インフラ整備、の5
分野を重点活動計画として取り上げている。特に⑤については、フナフチ島内の道路整備、

港湾設備改修、空港整備等と併せて地方環礁島の電化計画の推進が重要であるとしながら

も、後述の通りツバル電力公社（TEC）の財政難から自己資金による新規発電設備の増設
及び配電設備の改修は困難となっている。 

1995年に制定された国家エネルギー政策（National Energy Policy in Tuvalu）では、都市
部においては経済的で信頼性の高い電力の供給、地方部では経済的で信頼性の高い電力の

供給による社会・経済開発の推進、エネルギー源に関しては再生可能エネルギーの利用促

進、等が重点政策として定められている。 

 

1-1-3 社会経済状況 

「ツ」国は、1978年10月に英国から独立したが、経済面ではコプラ（乾燥した椰子の実）
以外には産業が無く、主な国家収入源はコプラ輸出、入漁料と外国漁船への出稼ぎ船員等

による本国送金等であり、財政赤字をツバル信託基金（「ツ」国、英国、オーストラリア、

ニュージーランドの拠出により1987年に設立）の運用益から補填していた。この基金は順
調な発展を続け、経済発展及び国家運営に多大な貢献をしていたが、2001年度は、米株式
市場の低迷に伴う米経済の減速、豪経済の低迷等の悪影響を受け、実質マイナス運用とな

っている。臨時的な財源としては、米国のインターネット関連会社に貸与したドメインコ

ード「tv」の使用権の契約料が99年から12年間に亘り、総額5千万米ドル入ることとなっ
たが、使用権に係る収入は毎年変動が大きく、経済自立へ向けた計画的・効率的な利用が

課題である。 

表1-1-1に1999年～2002年までの「ツ」国の経済指標の推移を示す。セクター毎のGDP
比（2002年統計）を見ると、一次産業である農林水産業の割合は漸減傾向にあるが、依然
として「ツ」国内で最大の産業であり、その他は若干の建設業やサービス業がある程度で

ある。また、製造業はわずかに2.1％であり、産業構造を多様化するための電力等のイン
フラ整備が急務である。 
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表1-1-1 「ツ」国の経済指標の推移 

項 目 1999年 2000年 2001年 2002年 

名目 GDP（千 A$） 21,213 24,044 26,412 27,490 

1人当たりの GDP（A$） 2,070 2,301 2,477 2,528 

人 口（人） 15,250 10,450 10,660 10,880 

政府の財政収入（千 A$） 32,126 56,157 34,940 45,258 

政府の財政支出（千 A$） 27,260 44,456 33,055 35,040 

政府の財政収支（千 A$） 4,866 11,701 1,885 10,218 

GDPのセクター別比率（%）     

-農林水産業 17.4 15.1 13.8 12.4 

-製造業 2.6 1.8 2.0 2.1 

-電力・水道・ガス 5.3 6.0 6.8 7.2 

-その他 74.7 77.1 77.4 78.3 

輸出高（千 A$） 177 17 32 252 

輸入高（千 A$） 12,466 8,883 6,769 20,362 

貿易収支（千 A$） -12,289 -8,866 -6,737 -20,110 

出所：”Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries”, ADB (2004) 
注）1A$=80.29円（2004年 6月～11月の TTSレート平均） 

 

1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

「ツ」国電力セクターは、主に旧宗主国である英国およびEUの支援によりフナフチの電
力供給設備を整備してきたが､これらの設備は設置後20年近く経過して老朽化し、電力需
要の増加により過負荷状態となっている。このため発電設備、配電設備等の事故が頻発し､

安定した電力供給に支障を来たしている。 

更に1993年から2003年までの過去10年間で、最大需用電力は年平均7.46%の高い伸び率
を記録し､最大電力は約2倍となっているが､供給力の増加が需要の伸びに追いつかず、近
年は供給制限を実施せざるを得ない状況にある。 

上述のような脆弱な電力供給体制は、フナフチに集中している「ツ」国の政治、経済等

の中枢機能に支障を及ぼしているとともに、保健、衛生、教育といった行政サービスや市

民生活にも重大な影響を与えている。このため、「ツ」国電力セクターは「発電設備の新

設による供給力の確保」、「配電設備の更新による供給信頼性の確保」を喫緊の課題とし

ているが､同セクターの財政難のため課題の達成は困難な状況にある。 

かかる状況から「ツ」国は、我が国に以下の内容の無償資金協力を要請した。なお、下

記の要請内容は､本計画の基本設計調査において最終的に確認されたものである。 

［要請の概要］ 

(1) 発電建屋の新設 
(2) 発電出力 750kVA （600kW）のディーゼル発電設備 4台の設置 



 

4 

(3) 発電設備用予備品の供給 
(4) 11kV高圧配電線の更新 
(5) TEC事務所の新設 
(6) 発電・配電設備の運営維持管理に関する技術移転（OJT：On the Job Training）およびモーター

の巻替、ディーゼルエンジン補機の修理に関する特別な技術訓練の実施 
(7) 配電用試験機、維持管理用具の供給（ケーブル事故点検出器を含む） 
(8) 維持管理用車両 
 

1-3 我が国の援助動向 

「ツ」国は人口が約1万人と国家規模が非常に小さいこと、海洋資源（水産資源および

鉱物資源）の開発に努力していること等を踏まえ、我が国は同国に対し、水産分野を中心

に無償資金協力を行っている。技術協力については研修員受け入れを中心に実施されてい

るが､開発調査、専門家派遣の実績もある。また、年間1～2件程度の草の根無償資金協力

（現 草の根・人間の安全保障無償資金協力）が実施されている。電力セクターに関して

は､未だ援助実績は無い。近年の主な援助実績を以下に示す。 

［一般無償資金協力］ 

(1) モトフォウア中等教育施設拡充計画         （1996年度、E/N額：6.08億円） 

(2) 離島漁村間連絡船建造計画             （2000年度、E/N額：9.01億円）  

(3) プリンセス・マーガレット病院建設・医療機材供与計画（2001年度、E/N額：7.05億円） 

 

［草の根無償資金協力］ 

(1)  海水淡水化装置供与計画              （1999年度、G/C額：9.96百万円） 

(2)  フナフチ島ロードローラー供与計画         （1999年度、G/C額：9.96百万円） 

(3)  青少年活動支援センター建設計画          （2000年度、G/C額：8.92百万円） 

(4)  地域貯水タンク建設計画              （2000年度、G/C額：7.24百万円） 

(6)  離島港湾（ヌクフェタウ島、ヌイ島）荷役機械供与計画（2001年度、G/C額：7.54百万円） 

(7)  セブンスディ・アドベンティスト小学校校舎増床計画 （2001年度、G/C額：6.46百万円） 

(8)  フナフティ国際空港化学消防車供与計画       （2002年度、G/C額：3.72百万円） 

(9)  離島港湾（ナヌメア島）荷役機械供与計画      （2002年度、G/C額：5.67百万円） 

(10) 離島港湾（ヌクラエラエ島）荷役機械供与計画    （2002年度、G/C額：5.67百万円） 

(11) ヌクラエラエ島給水施設整備計画           (2002年度、G/C額：8.92百万円） 

 

1-4 他ドナーの援助動向 

1-4-1 台湾の援助計画 

台湾は「ツ」国新政府庁舎の建設を支援するなど､同国の主要ドナーとなっている。電

力セクターに関して、「ツ」国は地方環礁島における太陽光パネル据付に係る支援（2005
年度、A$50,000）を台湾に要請している。現在のところ､台湾が「ツ」国の要請を受け入
れるか否かは明らかになっていない。 
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1-4-2 EUの援助計画 

フナフチの電力供給設備は旧宗主国である英国の援助により整備されてきたが、TECが
設立された1982年以降、EUの支援により配電設備の整備が進められた。また、1996年に
はEUの支援により現在のTEC事務所が建設されている。現在のところ、EUによる電力セ
クターへの更なる支援は計画されていない。 
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第 2章 プロジェクトを取り巻く状況 

 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

「ツ」国の電力事業は、公共事業・エネルギー省(MWE) の監督の下、本計画実施機関である

TECが全国の発電・配電に係る計画、運営、維持管理を行っている。TECは2004年 12月現在で、

72 名の職員を擁し、うちフナフチに 35 名、地方環礁島に 37 名が勤務している。MWE の組織図

を図2-1-1に、フナフチにおけるTECの組織図を図2-1-2に示す 

本計画対象であるフナフチの電力供給設備のうち、フォガファレ発電所は、7 名の維持管理

要員と7名の運転員の合計14名の発電技術者、フナフチ電力系統は､7名の電力技術者によりそ

れぞれ運転維持管理が実施されており､現在の体制に特に問題は無い。 

本計画により発電設備が増設された場合、TEC は機械技術者 1 名、電気技術者 1 名、運転要

員1名の合計3名の増員を計画している。本計画の発電設備は､既設発電設備に隣接して建設さ

れ、新旧設備は一体で運用されること、および本計画完成後には既設発電設備はピーク負荷対

応用として運用されるため一日の運転時間が限られ、かつ運転可能台数が 4 台から 3 台に減少

することを考慮すると、TECの要員計画は妥当であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図2-1-1 公共事業・エネルギー省の組織図 
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Hon Saufatu Sopoanga
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Mr. Pusinelli Laafai

次官補 
Mr. Isaia Taape

ツバル電力公社（TEC） 

総 裁 
Mr. Mafalu Lotolua 

エネルギー部 
 

エネルギー計画官 
Mr. Molipi Tausi 

公共事業部 
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図2-1-2 TECの組織図 
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2-1-2 財政・予算 

(1) TECの財務状況 

TECの財務状況を表2-1-1に示す。TECの電力事業収入は年々増加しているものの、これに

伴い燃料費や人件費が増加し、財務状況は悪化する傾向にある。この不足を補う為「ツ」国政

府は2000年から補助金をTECに交付しており、年々交付額は増加している。2002年にはTEC

の収入全体に占める政府補助金の割合が約3割に達し、TECの財務運営において政府補助の果

たす役割は大きい。「ツ」国政府は、TECの厳しい財務状況を考慮して、引き続き補助金を交

付する方針を示している。2001年以降、政府補助の増額に伴い、TECの経営状況は一時的に改

善されたが、2003年にはキャッシュフローで約57万A$のマイナスとなっており、発電・配電

設備の大規模な更新、新設等の設備投資を自己資金のみで行える状況ではない。 

 
表2-1-1 TECの財務状況 

単位：A$
 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 

収入 1,058,490 1,363,383 1,214,095 1,634,919 2,360,397 3,265,757
 売電収入 816,763 911,344 954,458 990,133 1,435,282 1,836,074
政府補助金 - - - 334,093 700,852 900,000

 その他収入 241,727 452,039 259,637 310,693 224,263 529,683
支出 1,227,178 1,675,566 1,544,116 1,966,602 2,193,886 2,994,743
燃料費 531,007 645,931 713,414 905,528 1,000,256 1,283,329
人件費 192,261 239,666 218,784 311,528 419,384 478,408 
減価償却費 255,988 253,497 219,339 225,082 339,413 353,276
その他支出 247,922 536,472 392,579 524,464 434,833 879,730

税引後利益（損失） △168,688 △312,183 △330,021 △331,683 166,511 271,014
当期純利益（損失） △168,688 △312,183 △330,021 △331,683 166,511 271,014
出所：TEC 
注 ：1A$=80.29円（2004年6月～11月のTTSレート平均） 

 

(2) 電気料金 

TECの電気料金は表2-1-2のとおりで、政府機関及び産業用電力需要に対しては、「電力量

計の貸出し費用」及び「運営費用」と称して民生用電力需要よりも極めて高額な基本料金を

課している点が特徴である。一般に島嶼国での電気料金は、事業に見合った規模の経済性が

働かないために高くなる傾向にあり、「ツ」国の電気料金はキリバス共和国など近隣大洋州

諸国の中でも高い水準にある。 

表2-1-2 「ツ」国の電気料金（2004年 12月現在） 

需要家の分類 電力量料金 
（A$/kWh） 

電力量計貸出し費用 
（A$/契約） 

運営費用 
（A$/契約） 

政府組織 0.47  (約 38円) 25  (約 2,000円) 2  (約 161円) 
商業・産業需要家 0.47  (約 38円) 25  (約 2,000円) 2  (約 161円) 
一般住宅需要家 0.34  (約 27円) 1.50  (約 120円) 0.85  (約 68円) 

出所：TEC 
注 ：1 A$ ＝80.29円（2004年 6月～11月の TTSレート平均）  
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電気料金の請求後、30 日以内に支払いが無い場合は供給停止の措置がとられるため、上記

のような高い電気料金にもかかわらず、一般住宅、商業・産業需要家からの料金徴収率は約9

割となっている。一方、政府関係の需要家は、政府の資金繰りにより支払いが遅れがちであ

るものの、2～3ヶ月毎にまとめて支払いが行われており、2004年末までには全ての支払い遅

延を解消したいとしている。 

2-1-3 技術水準 

フォガファレ発電所の運転・維持管理要員は、回転数1,500rpmの高速型ディーゼル発電機

（高速機）の運転、定期点検、修理を自力で行っており、必要な場合にはメーカー技術者の指

示を仰いでいる。このことから､同発電所の要員は､ディーゼル発電機の基本的な運転・維持管

理技術は保有していると考えられる。しかしながら、本計画で供与される回転数750rpmの中

速型ディーゼル発電機（中速機）の運転・維持管理は未経験であり、中速機で通常8,000時間

毎に実施される本格点検（開放点検）についても経験がない。 

これ等の状況から判断して本計画の実施段階で運転・維持管理技術に関するOJTを実施し、

必要なスペアパーツと運転・保守マニュアルを整備するとともに、初回の本格点検時に専門家

による技術指導を行えば、本計画施設の運転・維持管理は問題無く実施されると判断される。 

 

2-1-4  既存の施設・機材の状況 

(1)  既存電力設備の現況 

1) 発電設備の現況 

現在のフナフチ電力系統の発電設備の概要を、表 2-1-3 に示す。全ての既設発電設備が回

転数1,500rpmの高速機であるが、通常これらは非常用発電設備として利用され、発電効率が

低いことから中速機の早期導入が望まれている。 

表2-1-3  フォガファレ発電所の設備概要（2004年 12月現在） 

出力 (kW)ﾕﾆｯﾄ
No. 

設置年 メーカー名 定格電圧
(V) 

回転数
(rpm) 定格 現有

備 考 

新 1 2001 Cummins/Onan 415 1,500 1,005 停止 2001年に旧 1号機は廃止 
2 1995 Cummins/Onan 415 1,500 144 100 2003年に旧 4号機から発電設備を移設
3 2000 Cummins/Onan 415 1,500 248 200 2000年に発電設備を取替え 
4 2003 Cummins/Onan 415 1,500 400 320 2003年に旧 4号機を 2号機に移設 
5 1995 Cummins/Onan 415 1,500 248 200 2005年に 400kWに取替え予定 

合 計 2,045 820
出所：TEC 

フォガファレ発電所の新 1 号機は起動時に過電流保護リレーが動作し、起動不能であるた

め現在停止中であり、TEC が製造会社と交渉した結果、既存の 1,005kW 発電設備を 500kVA

（400kW）発電設備と取り替えることで合意し、取替え後は5号機として設置され、2005年4
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月に運転を開始する予定である。また、他の発電設備は短時間運転仕様であるため、連続運転

を行う場合は定格出力の80％程度でしか運転できない。このため、2004年 12月現在における

総現有出力は820kWであり定格出力（2,045kW）の40%まで低下している。2004年7月から新

政府庁舎（変圧器容量 500kVA、台湾の援助により建設）が受電を開始しているが、供給力不

足のため一部の電力設備が使用できない状況である。また、一般の低圧需要家についても、供

給制限が発生している。このように、フナフチ電力系統は供給予備力が全くない逼迫した電力

需給状況になっており、定期的なメンテナンスのために発電設備を停止することが出来ない。 

2) 配電設備の現況 

本計画対象地域の配電設備は、配電用変電所（リングメインユニット、地上設置型変圧器）

及び地中ケーブルから構成される 11 kV 配電網であり、11kV 系統は事故時及び過負荷時の電

力融通を考慮し、オープンループ系統となっている。配電電圧は大口需要家に対しては11 kV、

住宅需要家へは変電所で降圧して415/240 Vの低圧で配電され、各需要家への引込線も地中ケ

ーブルが採用されている。引込ケーブルの一次側には、積算電力量計及び低圧分電盤が地上に

設置されたコンクリート製もしくは金属性閉鎖型の地上置きパネルに収納されている。 

既存11kVケーブルはXLPE（架橋ポリエチレン絶縁）の銅又はアルミニウム導体、鉄線外装

ケーブルが採用されている区間と、PILC（紙絶縁）のアルミニウム導体ケーブルが採用されて

いる区間がある。これらのうち、特に後者については老朽化及び海水の浸食等で絶縁劣化が進

展しており、絶縁不良による停電が頻繁に発生している。また、ケーブルサイズが25mm2と小

さいため電圧降下が大きく、図2-1-3に示すとおり配電用変圧器等による電力損失（技術的損

失）が 20 %と大きな値を示している。このため本計画で、将来の電力需要を勘案した適切な

ケーブルサイズへの更新等の早急な設備改善を実施する。 
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    図 2-1-3 フナフチ電力系統における電力損失率の推移 

また、フナフチ電力系統の配電線事故統計（2003 年）によると、1 年間の合計停電回

数は63回、合計停電時間は25時間19分となっている。同系統で配電線事故が発生した

出所：TEC 
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場合、オープンループ系統では全需要家数の半分の需要家で停電が発生するとして、一需

要家当たり平均停電時間は12時間40分、平均停電回数は31.5回となる。日本の場合、

平均停電時間が6分、平均停電回数が0.11回（平成13年度）であるから、日本の電力供

給信頼度が非常に高いものであることを考慮しても、フナフチ電力系統の劣悪な電力事情

が伺える。これは、供給力不足に加えて、上記地中ケーブルや、リングメインユニット、

地上設置型変圧器等が老朽化し、機能不全となっていることが主な原因である。 

(2) 電力需要実績と需要予測 

1) 電力需要実績 

電力需要は、国民生活や産業経済活動の動向と密接な関係がある。「ツ」国では電力需要

の規模が小さいことから､大規模な公共施設や商業施設が供用を開始すると、最大電力が大き

く増加する傾向がある。 

表 2-1-4 に 1993 年から 2003 年までの最大電力及び年間消費電力量の推移を示す。同表に

示すとおり、最大電力は1999年及び2002年に大きく増加し、同表期間中の平均増加率は7.46%

と高い伸び率を示している。TECの分析では、1999年には港湾照明設備の供用開始、大型商店

の開店、2002年には道路照明の供用開始が､各年の電力需要増加の主な要因であるとしている。 

表2-1-4 電力需要及び発電設備容量の実績 

年 最大電力(kW) 同左増加率(%) 消費電力量 
（MWh／年）

同左増加率(%) 設備容量(kW) 発電可能出力

（kW） 
1993 377 7.2 1,510 15.0 576 461 
1994 394 4.3 1,932 21.8 576 461 
1995 420 6.2 1,964 1.6 928 742 
1996 465 9.7 2,200 10.7 928 742 
1997 475 2.1 2,429 9.4 928 742 
1998 488 2.7 2,510 3.2 928 742 
1999 580 15.7 2,694 6.8 928 742 
2000 633 8.4 2,829 4.8 1,032 826 
2001 642 1.4 2,848 0.7 1,893 1,500 
2002 731 12.0 3,845 4.0 1,893 720 
2003 774 5.9 3,894 1.3 2,045 820 

平均増加率 - 7.46 - 9.94 - - 

出所： TEC 

フナフチ電力系統における日電力負荷（2004年5月22日）の推移を図2-1-4に示す。これ

より、電力需要のピークは昼間12時から14時の間（商工業需要家）、及び夜間19時から20

時（住宅用需要家）の二つの時間帯に発生していることがわかる。ただし、当日の最大電力

764kWに対して最小電力が459kWとなっていること、並びに系統の負荷率（平均電力÷最大電

力）が78%と高い（日本では55%程度）ことなどから、一日の需要変動は少なく、比較的フラ

ットな電力需要特性を示している。 
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出所： TEC 

図2-1-4 フナフチ電力系統の日電力負荷（kW）の推移（2004年 5月実績） 

 

2) 電力需給バランス 

2004年 11月に912kWの最大電力を記録したが、2004年 12月現在の発電可能出力は820kW

であり、既に需要が供給を上回っている。 

添付資料-6に示すとおりフナフチでは2004年以降、政府庁舎、スタジアム、港湾施設等の

新規大口需要家が電力の使用を開始する予定であるため、電力需要の急増が想定され、これに

対応できる供給力を確保する必要がある。本計画においては、施設供用開始（2007年）から5

年後（2012 年）における電力需給バランス（単機故障時の発電可能出力－最大電力需要）が

常にプラスとなり、電力需給に影響を与えない様な発電設備の増強を実施する。 

電力需要増加率は、一般的に GDP 成長率、人口増加率等に比例する傾向にあるが、本計画

では（1）過去10年間（1993年～2003年）の最大電力の年平均増加率が7.46%であったこと、

（2）計画対象地域では人口が密集し新規居住区を建設するための土地が十分でなく、人口増

加率も0.5%（1991年～2002年）と飽和していることなどから、需要想定の電力需要増加率と

しては6%を適用する。これに基づき想定した需給バランスを添付資料-6に示す。 

（kW） 
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2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

(1) 港湾 

フナフチには「ツ」国で唯一、大型船の着岸できる港湾設備が整備されている。しかしな

がらクレーン等の陸揚げ設備はなく、本計画のディーゼルエンジン等の重量物やコンテナの輸

送にはクレーン付き貨物船を調達する必要がある。 

(2) 道路 

フナフチの主要道路は2002年に整備されており、アスファルト舗装、片側一車線で幅は約

6m であり路面状況は良好である。車の交通量は 1 時間に数台～十数台程度である。「ツ」国

では道路端から幅1.5mが、公共事業用占有地としてインフラ整備（電力、通信用ケーブルの

敷設等）に活用されている。 

本計画の発電設備等の輸送に使用する港湾施設からフォガファレ発電所までの距離は約

3kmであり、道路（ツバル通り）の舗装状況は良い。 

(3) 上下水道 

フナフチでは上水道、下水道とも整備されていない。なお、上水としては、我が国の草の

根無償資金協力によって供与された海水淡水化装置（65m3/日）により製造された純水と雨水

が利用されている。また下水は汚水、雑排水とも建物毎に集水し、浸透又は海に放流している。 

(4) 通信 

フナフチでは、「ツ」国電話公社（TTC：Tuvalu Telecommunication Corporation）が固定

電話、プリペイド式携帯電話、インターネット等の通信サービスを提供している。固定・携帯

電話からは国際通話が可能であるが、通信事情は良くない。電子メールの送受信もTTCおよび

民間事業者の提供するインターネットサービスを利用して可能であるが、送受信容量は500kB

程度である。 

2-2-2 自然条件 

(1) 計画地の位置、地質・地形等 

本計画対象のフォガファレ発電所は、フナフチ環礁南東部のフォガファレ島のほぼ中央に

位置する。フォガファレ島は南北に細長い形状であり、島全体が平坦な地形でほとんど起伏は

ない。同発電所の地盤はコーラル及びコーラル砂からなり、建物及び機械基礎等に重大な不同

沈下を引き起こすような地盤ではない。2003 年 3 月の高潮被害の資料及び調査団が現地滞在

中に観察した発電所付近の地面からの海水湧き出し状況（この時期の干潮及び満潮時の水位差

は1.6m程度）から、地下水位はかなり高いものと想定される。 

また､本計画対象の配電設備はフォガファレ島の南端から北端にかけて設置されているが、

地盤条件については上記の発電所と同様であり､配電用変電設備の取替え、配電用地下ケーブ
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ルの敷設に当り、大きな問題は無い。 

(2) 気象条件 

1)  気象圏 

「ツ」国は海洋性熱帯気候に属し、偏西風及び貿易風の影響下にあり年間を通して高

温多湿である。なお、「ツ」国ではハリケーンの襲来はほとんど無いが、1997年に3件

の激しいハリケーンにより大きな被害が発生した。 

2)  温度 

年間の気温は一年中ほぼ一定しており、気温の最高は36.1℃、最低は28.3℃、年平均

は32.3℃と高い。 

3)  湿度 

一年を通して湿度は高く、最高は99%、最低は62%で、年平均は79%である。 

4)  雨量 

11 月から 4 月が雨期であり、月間降雨量は最も多い 1 月で 400mm 程度を記録する。5

月から10月までは乾期であり、この間の月間降雨量は230mmから270mm程度である。年

間降雨量は約3,400mmである。 

5)  風速・風向 

1987 年に最大風速30m/s を記録している。風向は、11 月から 4月の雨季は西向き、5

月から10月の乾季は東向きの風が多い。 

6)  雷 

11月から4月の雨期には雷雨が発生することあり、年間雷雨日数は15日程度である。 

7)  地震 

「ツ」国では地震の発生は観測されていない。 

8)  塩害 

フォガファレ発電所は、海岸から約 50mの所に位置しており、変電所は海岸から数十

mの位置に建設されることから、高潮時の塩害を考慮する必要がある。 

 

2-2-3 その他の状況 

(1) 地質データ 

フォガファレ発電所は、南北にのびるフォガファレ島のほぼ中央に位置する。敷地の南東

側は1m程度の崖になっており、崖の表面を見ると地盤がコーラル及びコーラル砂からなる地

盤であることがわかる。 

地質調査の結果、コーラル層は GL-0.1ｍ～0.2ｍ及び GL-0.6ｍ付近で確認されている。地

盤の固さから見れば設計用の地盤許容支持力は 30t/㎡程度が期待できるが、コーラル地盤は
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空洞部の存在が予想されるため、過大な評価は建物の安全性を損なうことになる。したがって、

地盤の許容支持力は当初想定した 10t/㎡と設定し、建物基礎及び構造物基礎の構造検討を行

なうこととする。 

(2) 測量調査 

フナフチ電力系統の供給範囲であるフォガファレ島の南端から北端まで目視調査した結果、

環礁全体が平坦な地形でほとんど起伏はない。発電所敷地も同様に平坦な地形で、南東側の海

に面する部分が1m程度の崖になっている。また、この方向には近隣住民により豚の飼育が行

われているが、発電設備の建設時には、これらは問題なく撤去される。 

発電所敷地の北西側には飛行場の滑走路が南北に延びており、滑走路と発電所の間に4m程

度の幅員の道路がある。滑走路の中心位置と発電所内TEC事務所壁面までは、90m程度の離隔

距離がある。発電所の北東側には気象庁、公共事業局が、南西側にはツバル家族健康協会事務

所、電話局が並んで配置されている。 

(3) 燃料調達事情 

本計画で使用する燃料は自動車用ディーゼル油で、フナフチ港に隣接するBP(British 

Petroleum)の燃料タンクより TEC へ供給される（現在は 3回／週）。 

なお、自動車用ディーゼル油の燃料タンクの容量は 400 m3で、9.5 トン積みのタンク

ローリーで TEC へ供給されている。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  プロジェクトの内容 
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第 3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

3-1-1 上位目標とプロジェクトの目標 

「ツ」国では、1995 年に制定された国家エネルギー政策（National Energy Policy in Tuvalu）

において、都市部では経済的で信頼性の高い電力の供給、地方部では経済的で信頼性の高い電力の

供給による社会・経済開発の推進を重点政策として策定し、実施している。 

本プロジェクトは、上記のエネルギー政策を実現するため、「ツ」国の首都機能を維持し、社会・

公共施設の安定した運営並びにフナフチ住民の生活水準の向上に必要不可欠な重要な社会基盤の

一つである電力供給設備を増強・整備することを目的するものである。 

3-1-2 プロジェクトの概要 

本プロジェクトは上記目標を達成するため、フナフチにおける唯一の公的発電所であるフォガフ

ァレ発電所にベース負荷運転用発電設備を増設し、フナフチの配電設備を整備することより、安定

した電力供給体制を構築し、「ツ」国の首都フナフチにおける政治・経済等の中枢機能の安定化と

市民生活の向上を目指すものである。 

協力対象事業は、フナフチの電力供給を担う既設フォガファレ発電所に出力 600kW のディーゼ

ル発電設備 3台を増設し、安全で効率的な配電を行うための 11kV配電ケーブルの更新、配電設備

（配電用変圧器、配電用開閉器盤(リングメインユニット)）の取替えを行うものである。 

3-2 協力対象事業の基本設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本計画の協力対象範囲は、フォガファレ発電所へのベースロード用発電設備（600kW、3 台）の調

達・据付、並びにフナフチ電力系統の 11kV 配電用変電設備及び 11kV 配電ケーブルの新設・更新用

資機材の調達・据付とする。 

また、本計画で調達する設備の容量については、計画対象地域における需要予測に従って計画す

ることとし、発電設備及び送配電用資機材については供用開始 5年後の需要予測に見合う適切な規

模とする。 

 

3-2-1-2 環境社会配慮に対する方針 

本計画に係る環境社会影響評価については、「ツ」国環境局によって事前に環境影響評価（EIA：

Environmental Impact Assessment）が実施されている。「ツ」国で実施した EIA は、既存データな

ど比較的容易に入手可能な情報、聞取り調査、必要に応じた簡易な現地調査に基づき環境影響評

価・緩和策の検討が行われており、JICA 環境社会配慮ガイドラインにおける IEE（Initial 

Environmental Examination）のレベルである。EIA 報告書によれば､新設発電設備から排出される

NO2の最大着地濃度は 1 時間値で 0.231ppm、24 時間値で 0.0889ppm であり、「ツ」国の環境基準で
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ある 1 時間値 0.3ppm 以下、24 時間値 0.1ppm 以下を満足している。同様に、新設発電設備から排出

される SO2の最大着地濃度は 1 時間値で 0.0041ppm、24 時間値で 0.0016ppm、年間値で 0.0027ppm

であり、「ツ」国の環境基準である 1時間値 0.5ppm 以下、24 時間値 0.3ppm 以下、年間値 0.1ppm 以

下を満足している。騒音については、新設発電設備による敷地境界での到達音の予測値が 66.8dB(A)

であり、「ツ」国の規制基準である 70dB(A)を満足している。以上のことから EIA では、本計画の実

施により周辺環境に大きな影響は与えないとしている。 

発電設備、配電設備の建設、運転に係るスコーピング、IEE の結果は表 3-2-1 及び表 3-2-2 に示

す通りとなり、周辺環境への重大な影響はない。しかしながら、低 NOx 型機器の採用、防音対策の

実施、排水対策・廃棄物対策の実施等、EIA の環境管理計画に規定された対策を実施することによ

り､環境社会影響に配慮した計画・運用を行う。 

表3-2-1 スコーピング結果 

評定 判断根拠 
環境評価 

工事中 運転中  
社会環境 
1. 住民移転 D D 
2. 地域分断 D D 
3. 先住民、少数民族、遊牧民 D D 
4. 住民間の軋轢 D D 
5. 経済活動の基盤変化 D D 
6. 生活施設の変化 D D 
7. 交通への影響 D D 
8. 水利権、漁業権等の調整 D D 
9. 史跡、文化遺産への影響 D D 
10. 景観の変化 D D 

既設発電所敷地内における発電設備の増設計画

であり、ほとんど影響は考えられない。 
ただし、建設期間中における資機材の運搬時に

交通への影響が考えられるが、一時的なもので

大きな影響はない。 

自然環境 
11. 貴重な自然 D D 
12. 貴重種、固有動植物 D D 
13. 植生汀 D D 
14. 地形、汀線変化 D D 
15. 地下水変化 D D 
16. 水域の流況、水位変化 D D 
17. 水域の水温変化 D D 

既設発電所敷地内における発電設備の増設計画

で、冷却水は上水又は雨水を使用したラジエー

タ方式を採用するためほとんど影響はない。 
 

18. 大気汚染 D B 排気ガス中の窒素酸化物（NOx）及び硫黄酸化
物（SOx）に関しては多少の影響が見込まれる。

19. 水質汚濁 D D 
20. 土壌汚染 D D 

油水分離装置が設置されており、ほとんど影響

はない。 
21. 騒音、振動 D B エンジンからの多少の影響が見込まれる。 

22. 地盤沈下 D D 
23. 悪臭 D D 

既存設備と類似した設備であり、これらの影響

はない。 

備考)    
 は IEEの対象を示す。    

 
評定区分 
 A: 重大な影響が見込まれる。 
 B: 多少の影響が見込まれる。 
 C: 不明（影響の程度は判断できないので調査、検討する必要があると考えられる。） 
 D: ほとんど影響は考えられないため IEEあるいはEIAの対象としない。 
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表3-2-2 IEEの結果 

評価項目 評価 根拠 
1. 住民移転 A 

2. 生物、生態系 A 

本計画は既存発電所敷地内での発電設備増設及び地中配電線
の敷設、配電設備の改修で、既存用地及び道路沿いの地下を利
用するため、住民移転及び生態系への影響はない。  

3. 大気汚染 A 窒素酸化物及び硫黄酸化物が発生するが、総量及び着地濃度は
「ツ」国の環境基準値以下であり大きな影響はない。 

4. 騒音・振動 A 発電設備からの騒音及び振動の発生が見込まれるが、昼夜にお
ける騒音・振動共に「ツ」国の規制基準値以下であり大きな影
響はない。 

備考) 
A: ほとんど影響はない。 
B: 多少の影響はあるがおおむね満足である。 
C: 多少の影響を排除すればおおむね満足である。 
D: 部分的には満足であるが、全体としては不十分である。 
E: 検討項目が不十分である。 
F: 重大な影響が見込まれるので、計画の見直しが必要。 

 

3-2-1-3 自然条件に対する方針 

1) 温度・湿度条件に対して 

当該地域の過去 70 年間(1933 年～2003 年)の月間最高気温の平均は 36.1 ℃が最も高く、月間最

低気温の平均は28.3℃が最も低い。月間平均気温の平均は32.3℃と高く、また平均湿度も79%と高

い。 

本計画で調達される発電設備の主要機器は、建屋内に収納されるので当地の外気温度・湿度に対

して特別な対策を施す必要はないが、エンジンの燃焼空気、ラジエータの冷却空気及び室内の換気

の設計に当っては、設計外気温度を 35℃とし、また設備全般の最高許容温度を 40℃として設備の

性能・機能が確保出来るように配慮する。 

2) 高潮に対して 

本計画の発電所建設予定地は高潮の被害に遭った記録が残っているため、その冠水記録や既設発

電所建屋及び設備基礎と同様に、発電建屋の床レベルを建設予定地基準地盤より 60cm 上げるなど

の対策を講じる必要がある。 

3) 塩害に対して 

本計画の発電所建設予定地は海岸沿いにあるので、発電設備は屋内に設置し、塩害から保護する

必要がある。 ラジェーター、油貯蔵タンク、油配管等は屋外に設置するが耐塩害塗装で保護する。 

また、屋外に設置される配電用設備（配電用開閉器盤、配電用変圧器）も、海岸近くに設置され

るので、耐腐食性の高い材質または塗装を適用する必要がある。 

4) 地震条件に対して 

「ツ」国では地震発生の記録は無く、本計画で建設・整備される建築物、基礎、設備の設計に当

たっては地震力を考慮しないものとする。 

3-2-1-4 社会条件に対する方針 

「ツ」国の人口の殆どはキリスト教徒であるため、イスラム教のラマダンのような建設工期等に大き

な影響を与える習慣はない。しかし、発電所建設工事並びに配電線路の改修作業開始に当たっては、事
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前に近隣住民に工事の目的、工期、工事方法等を広報すると共に、部落毎にある集会場で説明会を開催

する等、本計画の実施への理解を高める必要がある。 

3-2-1-5 施工事情に対する方針 

フナフチでは発電設備等のプラント建設工事は活発ではない。従って現地の工事会社は大型発電設備

や変電設備の据付工事を直接実施した経験はなく、海外の建設会社の下請けとして労務を提供している

程度である。従って現地では労働者、小型運搬用車両、小規模な建設工事用機械のみが調達可能である。 

資材の調達に当たっても、可能な限り現地の資材を調達することを原則とするが、現地ではコーラルを利用

したコンクリート用の砂、骨材であっても、限られた数量しか入手できず、本計画に使用する資材は殆ど調達

できないため、建設用資材は日本及びフィジー、オーストラリア、ニュージーランド等近隣の第三国から調達

する。 

更に、本計画で建設する発電所は、運転中の既設発電設備の横に建設されるため、工事中の既設設備

に対する損傷防止用の保護、並びに工事従事者の安全確保のための防護壁等の安全対策を考慮する。 

3-2-1-6 現地業者、現地資機材の活用についての方針 

(1) 現地業者の活用について 

前項3-2-1-5で記述した様に、本計画規模の機材の据付並びに建屋建設工事を直接実施した経験

のある現地建設会社は「ツ」国にはない。更に本計画の建設工事、機材据付工事及び内陸輸送に必

要な、建設工事用機材も現地では調達不可能である。従って、現地では労務提供を中心に現地工事

会社の活用を図るものとし、建設機械の調達は建設資材と同様に、日本及びフィジー、オーストラリア、

ニュージーランド等近隣の第三国から調達し、品質管理、工程管理、安全管理のためには近隣諸国での

無償資金協力案件と同様に日本からの技術者を派遣する必要がある。 

また、当該発電設備の試運転・調整を含めた据付工事においても、熟練した技術が要求されるた

め、品質管理及び工程を守るうえから、日本からの技術者を派遣し、技術指導及び工程管理を行わ

せる必要がある。 

(2) 現地資機材の活用について 

前項3-2-1-5で記述した様に、当地では鉄筋、型枠材、セメント、仕上げ材料、建具、設備品等

の建設資機材のみならず、コーラルサンド、コーラルブロックをコンクリート用の砂、骨材として

少量を入手することは可能であるが、本計画で必要とする量を満足できないため、 本計画で必要

とする骨材や砂は第三国から調達せざるを得ない。 

しかしそれら輸入材料は輸送中に海水を被る等塩分を含んでいることも多いため、本計画で求め

られる強度や耐久性は期待できず、本計画の設計に当たっては、 コンクリート強度の制約に留意

するとともに、鉄筋の防錆対策（防錆剤、防錆塗料の使用等）を考慮する必要がある。また、輸入

する砂や骨材の成分や混入物については、事前に分析結果を環境局に提出し、承認を取得する必要

がある。 

(3) 第三国品の調達について 

現在「ツ」国で使用されている発電・配電設備用資機材は全てが輸入品で、主としてオーストラリ
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ア、ニュージーランド国の製品が導入されている。従って、本計画で実施される発電設備の建設や配

電網整備に必要な資機材は全て輸入品となる。 

第三国からの資機材の調達に当たっては、価格、品質、納期、運転開始後の予備品等の調達の容

易性、アフターサービス体制、既設設備との整合性等を十分検討する必要が有る。 

なお、本計画の実施に当り、「ツ」国側は品質、性能、耐久性に優れ、かつ良好なアフターサー

ビス体制が確保できる日本製品の採用を強く希望している。 

3-2-1-7 実施機関の維持・管理能力に対する方針 

当該発電設備の供用開始後の維持管理は、既設発電設備と同様TECのフォガファレ発電所の職員合計

14名が実施する。 「ツ」国の発電設備は全てディーゼル発電設備であり、TECは 1982年以来20年以上

に亘って発電所・配電設備を運営・維持管理し、老朽化した発電機を比較的良好に維持していることか

ら、TEC の運転員はディーゼル発電設備や配電設備の日常点検を含めた運転・保守技術は十分保有して

いると考えられる。 

しかし、本計画ではTECの運転・維持管理要員にとって初めての中速型ディーゼル発電機を設置する

ことになるため、据付工事期間中に日本側技術者によるディーゼル発電機及び関連補機、並びに配電設

備に係るOJTを実施し、予防保全を中心とした最新の保守・点検技術の移転を計ると共に、より効果的・

効率的な設備の維持管理技術を移転する必要がある。 

3-2-1-8 施設・機材等の範囲、グレードの設定に対する方針 

(1) 施設・機材等の範囲に対する方針 

本計画で調達する発電設備の総容量は、フナフチの 2012 年（供用開始後 5 年）の電力需要に対

するベース負荷運転を緊急的に補う容量とする。また、供給エリアが比較的狭い島嶼国の発電所に

おける発電設備の単機容量として、系統全体の電力需要の約30％程度を最適容量として設定し、発

電所の運用として効率的かつ経済的な運転・維持管理が可能となる設備構成とする。 

また、配電用資機材も発電設備と同様に供用開始後5年の需要予測に見合う変圧器容量や配電線

容量とする。 

併せて、予備品・工具等を含めた機材の調達・整備を通じて、本計画の目的である民生及び社会

福祉・公共施設への安定した電力供給が達成できるように設備構成、資機材の種類・員数を選定す

る。 

(2) 技術レベルに対する方針 

本計画で調達する発電設備及び 11kV 配電網を構成する各機器の仕様は、本計画完了後の運転・

維持管理を実施するTECの技術レベルを逸脱しないように留意する。 

3-2-1-9 工期に対する方針 

本計画で実施する工事は、我が国の無償資金協力のスキームに基づき、単年度の工期で実施するも

のとする。 

なお、本計画で整備される発電設備の建設予定地は既設のフォガファレ発電所の敷地内である。フ
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ォガファレ発電所は「ツ」国の首都フナフチヘの電力供給設備として唯一の発電所であるとともに、

同発電所の停止は首都フナフチの社会・経済活動に直接影響を及ぼす可能性が非常に高い。 

また、発電設備の増設計画や11kV配電網の改修計画においては、一般的な新設工事と異なり既存設

備との接続や切り替え時に設備を停止せざるを得ない。従って、本計画では建設期間中の既存発電設

備／11kV配電設備の停止時間および回数を最小限にすることにより、社会・経済活動への影響を極力

抑えることを優先事項とし、かつ経済的で技術的に妥当な工程計画・施工計画を策定する。 
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3-2-2 基本計画 

3-2-2-1 全体計画 

(1) 設計条件 

計画の規模、仕様の策定に当たり、前述の諸条件を検討した結果、下記条件を設定する。 

1) 気象及びサイト条件 

 項  目 単位 気象記録 
(1933-2003年) 

設計採用値 

① 外気温度 
a) 最 高 
b) 平 均 
c) 最 低 

 

℃ 

℃ 

℃ 

 

36.1 

32.3 

28.3 

 

35 

－ 

－ 

② 発電機室温度 ℃ － 40 

③ 湿 度 
a) 最 高 
b) 平 均 

 

% 

% 

 

99 

79 

 

99 

79 

④ 降雨量 
a) 年間平均 
b) 月間平均最大 

 

mm/年 

mm/月 

 

3,400 

400 

 

3,400 

400 

⑤ 風 速 
a) 平 均 
b) 最 高 

 

m/秒 

m/秒 

 
5 

30 

 
5 

30 

⑥ 風向 
a) 乾 季 （5月～10月） 
b) 雨 季 （11月～4月） 

 

--- 

--- 

 
東 
西 

 
－ 
－ 

⑦ 年間雷雨日数 日 15 15 
⑧ サイト条件 

a) 標 高（平均海面から） 
b) 地耐力 
c) 地下水位 

 

m 

ton/m2 

m 

 

1 

－ 

GL-1.0 

 

1 

10 

GL-1.0 

⑨ その他 
a) 塩 害 
b) 高 潮 

 

--- 

--- 

 

有り 

有り 

 

考慮する 

考慮する 

2) 適用規格及び使用単位 

本計画の設計に当たっては、TECの現行設計条件及び既設設備との整合性を考慮する

と共に機器の主要機能については IEC及び ISO等の国際規格並びに日本規格を適用する。

電気工事に関しては、現地の規程が整備されていないため、日本の基準を基本として適

用する。また、使用単位は国際単位系（SIユニット）を採用する。 

 規格名称  適用範囲 

① 国際標準化機構 (ISO) ： 工業製品全般 

② 国際電気標準会議規格 (IEC) ： 電気製品全般 

③ 日本工業規格 (JIS) ： 工業製品全般 

④ 電気学会 電気規格調査会標準規格 (JEC) ： 電気製品全般 

⑤ 社団法人 日本電気工業会規格 (JEM) ： 電気製品全般 

⑥ 電気設備に関する技術基準 ： 電気設備設計全般 
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⑦ 電気技術規程 (JEAC) ： 電力設備設計全般 

⑧ 日本電線工業会規格 (JCS) ： 電線及び材料全般 

⑨ 建築学会基準 (AIJ) ： 建屋工事全般 

⑩ オーストラリア基準（AS） ： 電気製品全般 

3) 環境への配慮 

本計画で改修・調達する発電設備の設置に伴う環境への影響は、「ツ」国の環境法令

を基とし、日本の規制基準で補足し、下記の基準値を設計条件として設定する。 

① NOx ：950ppm以下（残存酸素濃度13%時） 

②   SOx ：250ppm以下（燃料油の硫黄分含有量1%時） 

③ 油分 ：30ppm以下 

④  煤塵 ：100mg/Nm3以下 

⑤  騒音 ：当該発電設備のみ運転時、発電所敷地境界で75dB(A)以下 

⑥ 振動 ：当該発電設備のみ運転時、発電所敷地境界で65dB以下 

4) 電気方式 

本計画に適用する電気方式は、既設設備との整合を図り、表 3-2-3 に示すとおりとす

る。 

表3-2-3 電気方式 

項目 高圧配電線路 低圧 直流 

公称電圧 11kV 415-240V 110V 

最高電圧 12kV 460-252V 121V 

配線方式 3相3線式 3相4線式 2線式 

周 波 数 50 Hz 50 Hz - 

接地方式 直接接地 直接接地 （－）側接地 

5) 基準衝撃絶縁強度 

配電・変電設備の設計に当たり、機器相互の絶縁協調及び系統全体の絶縁強度を確保

するため、基準衝撃絶縁強度（BIL）は既設設備に摘要されている 75kV（11kV系統）を

基準とする。 

 

(2) 施設配置計画 

本計画で整備される発電設備は既設フォガファレ発電所敷地内に建設されるので、当該発電設備

の運転・維持管理の容易さのみでなく、以下の条件を考慮した配置計画を行う。 

① 近隣住民への騒音・振動による影響の最少化 

② 燃料移送用タンクローリーの搬入路の確保 

③ 新設燃料貯蔵タンクの維持管理の容易性 

④ 運転中の既設発電所への影響の最小化 

なお、配電設備の内、変電設備は既設変電所内の機材の内、老朽化や腐食により機能不全となっ

ていたり、計画目標年度における機器容量が不足している機器の更新を行うものとし、基礎は可能
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な限り既設機器の基礎を利用する。また、更新される配電ケーブルは既設ケーブルの敷設位置に敷

設するものとし、既設ケーブルは緊急時用として残置する。 

 

(3) 基本事項 

本計画で整備される機材・設備は、無償資金協力事業としての事業費、運転費の経済性及び完成

後の運転・維持管理の容易性に重点を置くものとする。 

発電設備は既設フォガファレ発電所内に設置されるため、利用可能な敷地も限定されており、主

要機器の仕様・配置並びに配管及び電線ルートの選定に当たっては、既設発電設備との連携運転を

考慮すると共に、燃料油の搬入ルートや予備品の保管にも留意する。また、主要設備は新設発電建

屋内に設置されるが、補機の一部は屋外に設置されるので、風雨等のサイト条件を考慮する。 

一方、11kV配電設備の更新においては、新規ケーブル敷設時には、既設設備の一部を停電したり、

交通の遮断等を行う必要が有るので、工事中の市民への影響を最小とするような施工計画を立案す

る必要がある。 

1) フォガファレ発電所増設計画 

発電設備の整備に当たって選定される機材は、以下の基本事項及び計画内容を基に選定する。 

ア．発電方式 

発電方式は既存設備がディーゼル発電であること、TEC の運転・維持管理要員の保有技

術力、並びに運転・維持管理の容易性を考え合わせディーゼル発電設備とする。 

イ．制御方式 

発電設備機器の運転・制御方式は運転・維持管理の容易性並びに既設設備の方式を考慮

して遠方及び手元操作の両方式を採用する。 

なお、遠方操作は監視・制御室から行うこととするが、ディーゼルエンジンの起動・停

止は安全性を考慮した手元（機側）操作も考慮する。 

ウ．燃料 

現在、既設のフォガファレ発電所で使用されている燃料は、シンガポール製の自動車用

ディーゼル油である。本計画で建設される発電設備の燃料もフォガファレ発電所で現在使

用されている燃料と同様のものが使用される予定であり、その性状は表 3-2-4 に示すとお

りである。 

表 3-2-4 燃料性状 

項 目 単 位 性 状 

色 
発火点 
引火点 
動粘度（40℃） 
比 重（15℃） 
水分含有量 

-- 

℃ 

℃ 

cst 

kg/m3 

Vol% 

琥珀色 

66 

160 - 380 

4.08 

0.847 

0.05 

出所:BP 
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エ．潤滑油 

潤滑油は発電設備メーカーによりその推奨される組成が違うことがあるが、本計画では

既設で使用している潤滑油(BP：C6 Global Crankcase Lubricant)を使用できる様に配慮

し、既存設備との融通性及び保管場所の縮小化を図る。 

オ． 冷却水 

本計画の発電設備用冷却水としては、井戸水又は雨水を利用することが考えられるが、

井戸水は環礁島であるが故に塩分濃度が高いため、既設発電所同様に雨水を利用すること

とする。従って発電所建屋の屋根からの雨水の貯蔵に必要な雨水貯水タンク1基を設置し、

そのタンクから冷却水が供給できるようにする。 

 

2) フナフチ配電網整備計画 

フナフチでは､「ツ」国の政治・経済の中心であるフォガファレ島においてフナフチ配電網が

構築されており、同島の中心地にあるフォガファレ発電所から島の南北に 11kV 地中配電線が敷

設され、島内 14 箇所の屋外変電所（各 25m2程度の敷地）に設置された 11kV/415-240V 変電設備

（配電用開閉器盤（リングメインユニット）、配電用変圧器、低圧分電盤、低圧ケーブル）を

介して需要家に低圧（415/240V）の電気が供給されている。本整備計画は、フナフチの既設 11kV

配電網を対象とし、老朽化及び腐食によって機能不能・劣化が発生している、または計画目標

年次までに過負荷となる配電用変圧器及び配電用開閉器盤（リングメインユニット）、並びに

老朽化している 11kV 地中配電線（紙絶縁、アルミ導体ケーブル）の更新が主な内容であり、併

せて警察署、消防署、銀行、放送局等首都機能施設が集中しているフォガファレ地区への新規

配電用変電所の建設を含み、使用可能な既存設備は移設して継続使用することとする。 

なお、低圧分電盤、低圧ケーブルは本計画の対象範囲外である。 

新設設備は、既存系統との統一を図り、かつ TEC の運転・維持管理要員が技術的に精通して

いる既存設備と同一の仕様とすることを原則とする。 

3-2-2-2 基本計画の概要 

前述の(1) 設計基準、(2)施設配置計画及び(3)基本事項を踏まえた本計画の基本計画の概要は、表3-2-5

に示すとおりである。 
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表3-2-5  基本計画の概要 

計画区分 計画内容 

計画対象 ・ 既存フォガファレ発電所及びフォガファレ島（配電網） 

発電建家の建設 

・ 平屋一部2階建て、床面積約768m2 の建設 

・ 発電機、燃料タンク、補機等の基礎の建設 

・ 建築付帯設備の建設 

・ 敷地内外構工事の実施 

発 電 設 備 の 調 達

と据付け工事 

・ ディーゼル発電設備（出力600kW×3台）の調達と据付け工事 

・ 発電設備に必要な機械関係の附帯設備の調達と据付け工事 

‐ 燃料設備 

‐ 潤滑油設備 

‐ 冷却水設備 

‐ 圧縮空気設備 

‐ 吸排気設備 

‐ 廃油処理設備 

・ 発電設備に必要な電気関係の附帯設備の調達と据付け工事 

‐ 11kV高圧配電盤 

‐ 11kV/415V 所内変圧器 

‐ 415V 低圧動力設備 

‐ 遠方監視・制御盤 

‐ 配線及び接地材料 

‐ 既設発電所と新設発電所間のケーブル布設 

配 電 設 備 の 調 達

と据付け工事 

・ 11kV 配電網整備に必要な下記機材の調達と据付け工事 

‐ 11kV ケーブル 

‐ 11kV/415V配電用変圧器 

‐ 11kV配電用開閉器盤（リングメインユニット） 

予 備 品 と 保 守 用

道工具の調達等 

・ 発電設備、配電設備の維持管理に必要な予備品（2年分）および道工具 

・ 運転保守マニュアル（OJT用教材を含む）の調達とOJTの実施 

・ 配電設備維持管理用車両（1台） 

3-2-2-3 機材・施設計画 

(1) フォガファレ発電所増設計画 

1) エンジン出力と発電機容量の決定 

本計画で整備される発電設備の定格は下記を考慮して決定する。 

①  本計画の目標年次を本計画完成時(2007年)から5年後の2012年とする。 

②  既設設備を含めて最も出力の大きな発電機が点検や故障で運転を停止したとしても、目標年次

の電力供給バランスを確保できる発電設備規模を選定する。 

③  ベース負荷に対応した連続運転が可能な (年間8,000時間以上の運転) 発電設備を選定する。 

上記条件から、本計画で必要となる発電機定格出力は、2012 年における最大需要電力

1,848kW（添付資料-6 参照）から既設発電機（3号、4号及び 5号機）の合計出力 840kW を

差し引くと、本計画で整備される発電機の総出力は 1,008kW 以上が必要となる。 

また、ディーゼル発電機の出力率を 95％と想定し、発電機台数は負荷変動に対応した台
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数制御が可能で、更に適切な維持管理の実施を考慮すると、添付資料-6 の電力需給バラン

スに示す通り、常時 2台運転、予備 1台とするのが最適となり、その時の単機容量は 600kW

となる。従って、所要エンジン出力及び発電機の定格容量は以下のとおり計算される。 

なお、メーカーによりエンジン仕様等は、同一ではなく多少の違いがあるので、下記は

一応の目安とする。 

‐ エンジン出力 
P 

Pe≧ 0.7355×η ＝ 906 PS Pe ：エンジン出力（PS、ﾒｰﾄﾙ馬力） 
P ：発電機出力（600kW） 

   η ：発電機効率（90％と仮定する） 
    

‐ 発電機容量 
P 

PG＝ Pf ＝ 750 kVA PG ：発電機容量（kVA） 
P ：発電機出力（600kW） 

   Pf ：発電機力率  0.8 
 

表 3-2-6 本計画のエンジン出力と発電機容量 

項 目 容 量 

エンジン出力 Pe （PS） 906 
発電機容量 PG （kVA） 750 

 
2) 回転数 

単機容量 600kW のベース負荷用発電設備は経済的な運転・維持管理の実施のために、我

が国の電力会社を含めて、一般的に750rpm以下の中速機を採用しており、運転実績も多い。

よって本計画でもエンジンの回転数は 750rpm 以下の中速機を採用する。 

3) 機械関係の附帯設備計画 

付帯設備は運転維持管理の容易性、省エネ及び設備調達費の経済性を考慮し、可能な限

り共通設備方式を採用する。計画の概要は下記の通りである。 

ア．燃料供給計画 

燃料貯蔵タンクは下記に示す運用面から 150m3タンク 2基とし、屋外に設置する。 

(ｱ) 水分、異物の分離 

燃料はタンクローリーから荷役ポンプでタンクに貯蔵するが、燃料には海上等の

輸送中に水分、異物が混入されていることがあるので、燃料貯蔵タンク内で水分、

異物を分離するする必要が有る。一般的に燃料はタンクに貯蔵しておくと 3 日程度

の安静期間後、貯蔵タンク内で水分、異物が分離する。従ってタンク内にフローテ

ィングサクションを設け、貯蔵された燃料上面の分離後の燃料油のみを回収し、デ

ィーゼルエンジンへ移送できるように配慮する。当該タンクは、運転用と分離用の

計 2基（各 2週間分の容量）を設置する。 

なお、上記の燃料系統を採用するため、本計画では燃料用の油水分離器は設置し
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ない。また沈殿･分離された異物は本計画で整備される焼却炉で焼却処理を行う。 

(ｲ) タンク容量 

燃料油は定期便により海上輸送されてくるが、季節風等の強い時期には輸送が困

難になるため、燃料輸送船の運航が難しくなることを想定し、燃料油タンクの容量

は 600kW ×2 台の常用発電機が 1ヶ月運転可能な容量を確保する。 

容量は下記により計算される。 

V1×24時間×30日 V＝ 
1,000 

＝224kℓ  V ：容積（kℓ ） 
V1 ：消費量 = 310ℓ /時 (2台分） 

  ≒250kℓ   

上記により公称容量は、125kℓ が 2 基となるが、タンク内で燃料に含まれている水

分・異物を分離する必要があるため 150kℓ ×2 基とする。 

また、燃料小出槽は 2台の発電機へ 2時間供給可能な容量のものを 2基(1kl x 2 基)

発電建屋の屋上に設置する。 

燃料はタンクローリーから荷役ポンプで主燃料タンクに貯蔵するが、荷役ポンプの

容量は、タンクローリー（約 9.2kl）から 20 分程度で荷役できるものとする。 

イ．潤滑油設備 

潤滑油タンクは、ディーゼルエンジン本体に内蔵する。また潤滑油の交換時間を

8,000 時間毎とし維持管理費低減を図るために、遠心式若しくはフィルター式の潤滑

油清浄器を設置する。潤滑油はドラム缶からポンプでエンジン本体に内蔵されたタン

クに直接供給される。 

ウ．冷却水設備 

エンジンの冷却方式としてラジエター方式による密閉循環方式を採用する。これは

現地では水の確保が困難であることから、既設設備と同様に水の消費量を極力抑える

ためで、発電建屋屋上に高/低温冷却水膨張タンクを設置し冷却水を供給する。 

エ．始動設備 

エンジンの始動には大きな始動トルクを必要とするが、既設設備と同様に大きな始

動トルクを得るのに有利な圧縮空気による空気式始動方式を採用する。圧縮空気設備

は電動機とエンジンによる起動が可能な機器を選定し、発電機室に設置する。空気槽

の容量はディーゼルエンジンを 3回始動できるものとする。また空気中の湿度が高く、

圧縮空気槽に水分が溜まりやすいので、水分を定期的に排出するための自動排水弁を

圧縮空気槽に設ける。 

オ．吸気・排気・換気設備 

発電設備の運転中にエンジンからの騒音が近隣の施設・民家へおよぼす影響を減少

させるため、運転中は発電建家出入り口を閉じて発電設備を運転する。従って運転中

必要となるエンジン燃焼用空気の取り入れと、エンジンからの発熱を拡散させるため

の換気設備（ブロワー）を換気機械室に設置し、必要空気量を発電機室内に供給する。

換気設備は空気取り入れに際し圧力損失を低くするため、フィルターの密度は流入側



29 

から流出側になるに従い高くなるものを採用する。また、フィルターは洗浄により再

使用可能で交換が容易なパネル型ユニットを採用する。換気設備用の空気取り入れ口

における風速は 2.5m/s 以下とし、ブロワー運転時に雨水が浸入しないような構造とす

ると共に発電機室に虫等が入らないように防虫ネットを設置する。 

なお、エンジンからの排気ガスは発電建屋の屋上に設置する消音機（サイレンサー）

を通して排出する。 

カ．スラッジ処理設備 

本計画で整備される発電設備に関連して、ディーゼル油や廃油による環境汚染が発

生しないように、燃料貯蔵タンク内及び防油堤内の油と水分(雨水等)を分離するために、

屋外に油水分離槽を設け、分離された油は環境汚染をしないように廃油設備を経由し

た後、焼却炉設備で焼却処理する。 

キ．配管経路 

本計画には燃料配管、潤滑油配管、圧縮空気配管、冷却水配管及びドレン配管があ

る。配管系統の保守管理の容易性を確保するため、建屋内はトレンチ内又はサポート

に配管を布設するが、屋外は地上設置及び直埋方式を採用する。ただし、直接埋設配

管には配管の腐食が発生しないよう耐腐食性のジュート材等で保護する。なお、誤操

作防止及び保守の容易性を考慮し、各配管は用途別に色分けする。 

4) 電気設備計画 

主な電気設備は下記とする。 

ア．電気方式 

電気方式の条件は、既存設備で採用している下記とする。 

(ｱ) 公称電圧及び相 11kV、3 相 3線式 

  415-240V、3 相 4 線式（3 相+中性線） 

  DC 110V、2 線式 

(ｲ) 周波数 50Hz 

(ｳ) 遮断容量 11kV 系統 12.5kA (1 秒、対称値) 

(ｴ) 接地系 直接接地系 

(ｵ) 基準衝撃絶縁強度 11kV 系統 75kV 

(ｶ) 商用周波数絶縁強度 11kV 系統 28kV 

(ｷ) 直流制御電圧 DC 110V 

(ｸ) 許容電圧変動 11kV 系 + 5 ～ - 5% 

  415-240V 系 + 5 ～ - 5% 

  DC 110V 系 + 5 ～ - 10% 

イ．発電機 
発電機は小容量であること等を考慮し、3 相 3 線式、同期発電機、水平軸、空気冷

却とする。また、発電機電圧はフナフチ電力系統の配電電圧である 11kV を採用し、単

独運転が可能なものとする。主な仕様は以下のとおり。なお､発電機には結露防止用ヒ
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ーターを取り付けることとする。 

(ｱ) 定格 連続 

(ｲ) 容量 750kVA 以上 

(ｳ) 電圧 11kV 

(ｴ) 周波数 50Hz 

(ｵ) 力率 0.8(遅れ) 

(ｶ) 回転数 ディーゼルエンジンと同じ（エンジン直結式） 

(ｷ) 励磁方式 ブラシレス、サイリスタ方式 

(ｸ) 中性点接地方式 直接接地 

ウ．11kV配電盤 

電気室内に既設発電機との接続盤を含めて、11kV 配電用及び発電機保護盤として

11kV 配電盤を設け、配電盤は真空遮断器を備えるものとする。配電盤の操作場所は

運転・保守の容易性を考慮して、現場及び 2階にある監視・制御室からも行えるもの

とする。 

エ．415V低圧配電盤 

当該415V低圧配電盤は11kV配電盤と同様に電気室内に設置され、発電設備用補機、

付帯設備及び建築設備への電源を供給する配電用フィーダーにより構成される。415V

配電用フィーダーには配線用遮断器（MCCB）を設ける。 

オ．データロギング装置 
既設発電設備の運転記録は運転員が 1時間毎に記録用紙に記入しているが、本計画

で整備される設備においては、記録時間の正確性及び運転管理の容易性を考慮し、下

記に示す基礎的な記録をデータロギング装置にて自動的に運転状態を用紙に印字す

る事ができるように計画する。 

(ｱ) 発電機電圧、電流、力率 
(ｲ) 発電電力量 

カ．エンジン現場盤 
エンジンの機側に、エンジン運転状態監視用の現場盤を設け、日常点検の容易性を

図る。 

キ． 励磁装置 
発電機電圧を確立させるための、ブラシレス・サイリスター方式の励磁装置を設け

る。 

ク．直流電源装置 

遮断器等の操作用電源として、共通の直流電源装置を設ける。直流電圧は 110V と

し、鉛バッテリー（54 セル）と充電器 1台を直流電源盤に内蔵する。 

ケ．所内変圧器 

発電機電圧(11kV)から 415V 低圧分電盤(415V)に降圧する変圧器を屋内に設ける。 

コ．接地設備 
本計画に必要な接地設備は以下のとおりである。 
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(ｱ) 電力系統の地絡保護を目的とする接地設備(11kV及び 415V系統は直接接地方式と

する) 

(ｲ) 金属体、電気機器からの感電防止を目的とする接地設備 

(ｳ) 燃料タンクの接地（(ｱ)、(ｲ)とは連繋しない。） 

(ｴ) 避雷針の接地（(ｱ)、(ｲ)、(ｳ)とは連繋しない。） 

サ．ケーブル敷設 
発電建屋内のケーブルはトレンチ内又は配管内に敷設する。発電建屋外のケーブル

は配管内又は直埋設とする。トレンチ又は配管内に敷設するケーブルは外装不付ケー

ブルとし、直埋設するケーブルは外装付ケーブルとする。 

なお、ケーブルの仕様は、許容電流が大きく施工性の良い銅導体とし、絶縁材は汎

用の架橋ポリエチレンとする。 

(2) フナフチ配電網整備計画 

11kV 配電網改修計画の内容は以下のとおりである。 

1) 配電用開閉器盤（リングメインユニット：RMU） 

RMU は、絶縁油に収納された鉄箱の中に、断路器とフューズが収納され、断路器は配電

線路を区分するために、またフューズは低圧側の過負荷または短絡事故発生時に配電用

変圧器を保護するために設置される。断路器の入り切り操作は手動により行なわれる。

尚、RMU は、計測器や継電器は取り付けられない構造となっている。本計画では老朽化や

腐食によって機能が劣化・不能になっている RMU を更新する。 

2) 配電用変圧器（DT） 

本計画対象地域の変電所に設置される DT（11kV/415-240V）は老朽化や腐食によって機

能が劣化・不能になっている DT を更新すると共に、本計画の目標年次（2012 年）におけ

る最大需要電力を基本とし、負荷の力率（0.8）を勘案した上、過負荷になっている DT

を変圧器標準容量の中から適切な容量を選定し、更新するものである。 

3) 11kV ケーブルの敷設 

本計画の 11kV 地中配電線ルート及びケーブルサイズは、TEC 技術者との現地踏査、既

存配電線ルート図の検討、本計画の目標年次（2012 年）における最大需要電力に基づき、

許容電流、電圧降下、並びに電力損失が最適となるルート、サイズを決定した。基本ル

ートは 3-2-3 基本設計図（添付資料-7）に示すとおりである。 

本計画で採用する 11kV ケーブルは、電導率に優れた銅導体および絶縁に優れた XLPE

被覆ケーブルを選定し、直埋設用に外装付を使用する。ただし、既存ケーブルを延長す

るためのケーブルは、既設のケーブル仕様と同一とする。 

4) 配電網維持管理用動工具及び車両の調達 

現在 TEC は、配電網の維持管理時の資機材運搬用の車両を所有しておらず、借り上げ

（レンタル）で対応しているが、事故等の緊急時にはタイムリーに借りられない等の問

題を抱えているため、本計画で必要最小限の使用の車両を調達することとする。 
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また、維持管理用の道工具も整備されていないので、地中ケーブルの地絡、短絡事故

点の位置を計測し、復旧作業を容易にする為､ケーブル事故点探査器並びにその他必要最

小限の動工具を調達することとする。 

3-2-2-4 主要機器の概略仕様 

(1) 発電設備機器の概略仕様 

本計画で建設される発電設備の主要機器概略仕様を表 3-2-7に示す。 

表 3-2-7 主要機器の概略仕様（発電設備） 

主 要 機 器 名         調達員数 概 略 仕 様         

(1) ディーゼル発電設備   

1) ディーゼルエンジン 3台（内1台予備） 運 転 定 格      ：連続 

出 力      ：600kW以上（約906ps） 

回 転 数      ：750rpm以下 

エンジン型式：4サイクル、直列型ディーゼル機関 

冷 却 方 式      ：ラジエター方式 

燃 料      ：ディーゼル油 

共通架台及び防振装置付 

2) 発電機 3台（内1台予備） 運 転 定 格      ：連続 

定 格 出 力      ：750kVA 

相    数：3相3線 

定 格 電 圧      ：11,000V 

回 転 数      ：750rpm以下 

力 率      ：0.8（遅れ） 

周 波 数      ：50Hz 

巻線接続方式：Y接続（中性点直接接地） 

励 磁 方 式      ：ブラシレス、サイリスタ方式 

3) 電気設備 

① 監視･制御盤 

② 11kV配電盤 

③ 現場監視盤 

④ 直流電源設備 

⑤ 415V配電盤 

⑥ 所内変圧器 

 

1式 

1式 

1式 

1式 

1式 

1台 

 

デスクタイプ、発電設備の監視・制御、同期装置含む 

11kV真空遮断器 

ディーゼルエンジン監視盤 

鉛蓄電池、110V 

415V配線用遮断器 

11kV/415-240V 3相 200kVA 

4) 機械設備 

① 燃料供給設備 

a) 燃料貯蔵タンク 

b) 燃料小出タンク 

c) 燃料移送ポンプ 

d) 燃料荷役ポンプ 

e) 燃料流量計 

f) 燃料供給ポンプ 

 

 

2基 

2基 

2台（内1台予備） 

2台（内1台予備） 

3台 

3台 

 

 

垂直コーンルーフ型、屋外設置、容量150m3/基 

角型若しくは円形、屋上設置、容量1.0m3/基 

電動機駆動ギアー式、屋外設置、容量4m3/hr 

電動機駆動ギアー式、屋外設置、容量30m3/hr 

直読・積算式、公差0.5%（フルスケール） 

電動機若しくはエンジン駆動ギアー式 

② 潤滑油設備 

a) 潤滑油移送ポンプ 

b) 潤滑油清浄装置 

c) 潤滑油冷却器 

 

1台 

3組 

3台 

 

電動機駆動ギアー式、屋外設置 

フィルター若しくは遠心式、200ℓ /時 

プレート若しくは多管式、容量は必要面積の10%増し 
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主 要 機 器 名         調達員数 概 略 仕 様         

③ 冷却水設備 

a) 雨水処理設備 

b) 冷却水タンク 

c) 冷却水供給ポンプ 

d) 高温水膨張タンク 

e) 低温水膨張タンク 

f) 高温水循環ポンプ 

g) 低温水循環ポンプ 

h) ラジエター 

 

1式 

1基 

2台（内1台予備） 

1基 

1基 

1台 

1台 

3台 

 

ろ過、薬品注入設備 

角型若しくは円形、屋外設置、容量2.0m3 

遠心式、屋外設置、容量1m3/hr 

角型若しくは円形、屋上設置、容量1.0m3 

角型若しくは円形、屋上設置、容量1.0m3 

遠心式、屋外若しくは屋内設置 

遠心式、屋外設置 

高低温用2層式、屋外設置 

④ 圧縮空気設備 

a) 空気圧縮機 

b) 空気槽 

c) 減圧弁装置 

 

2台 

2基 

1式 

 

圧力30kg/cm2、電動機・エンジン駆動各1台 

容量300ℓ /基、エンジン3回起動可能容量 

自力減圧式 

⑤ 給排気設備 

a) 吸気ブロワー 

b) 排気消音器 

 

3台 

3台 

 

横置き軸流ファン 

縦型、屋外設置 

⑥ 廃油処理設備 

a) 油水分離タンク 

b) 油水移送ポンプ 

c) 油水分離装置 

d) 油分チェックタンク 

e) 廃油排出ポンプ 

f) 廃油収集タンク 

g) 廃油移送ポンプ 

h) 廃油タンク 

i) 焼却炉 

 

1基 

1台 

1台 

1基 

1台 

1基 

1台 

1基 

1台 

 

鋼製角形、2m3 

スクリュウ式、容量1m3/hr 

容量1m3/hr、30ppm以下に処理 

鋼製、容量0.3m3 

スクリュウ式、容量0.5m3/hr 

鋼製、容量0.5m3 

スクリュウ式、容量0.5m3/hr 

鋼製、容量0.3m3 

容量0.03m3/hr 

(2) 発電設備用予備品 16,000時間 

（2年間分） 

オイル・潤滑油フィルターエレメント 

O-リング・パッキン、燃料ポンプ・噴射ノズル部品、バ

ルブ部品 

ヒューズエレメント、ランプ、リレー、タイマー、スイ

ッチ 

(3) 発電・配電設備用保守用工具及

び試験器具 

1式 エンジン用一般・特殊工具、ライナー抜出工具、 

交換用主要ポンプ、油・水質検査器具、100V用変圧器

 



34 

（2) 配電設備機器の概略仕様 

1) リングメインユニット（RMU） 

ア．仕様 

表3-2-8 リングメインユニットの概略仕様 

番号 項目 仕様 

1 絶縁方式 油入又はガス絶縁（SF6） 

2 定格電圧 11kV 

3 周波数 50Hz 

4 相数 3相3線 

5 定格電流 300A以上 

6 短時間耐電流 12.5kA（1秒）以上 

7 基準衝撃絶縁強度 75kV 

8 商用周波数絶縁強度 28kV 

9 断路器 手動操作 

10 配電変圧器用フューズ 16A（配電用変圧器：160kVA以下） 

25A（配電用変圧器：200kVA以下） 

31.5A（配電用変圧器：300kVA以下） 

50A（配電用変圧器：500kVA以下） 

イ．数量 

- 新規調達・据付台数：  8台 

- 既設撤去・移設台数：  1台 

ウ．構成 

RMUの構成（断路器とフューズの数）は各変電所で異なるので、各RMUの構成について

は、後述（ 3）項）の各変電所の改修計画（表3-2-10）参照。 

エ．付属品 

- 試験用端子(Test Probe)：  1式 

2) 配電用変圧器（DT） 

ア．仕様 

表3-2-9 配電用変圧器の概略仕様 

番号 項目 仕様 
 1 絶縁及び冷却方式 油入自冷（ONAN） 
 2 定格電圧 

 高圧側 
 低圧側 

 
11kV（タップ付） 
415-240V 

 3 周波数 50Hz 
 4 相数 3相 4線 
 5 結線 Dyn11 
 6 インピーダンス 約 4% 
 7 基準衝撃絶縁強度 75kV 
 8 商用周波数絶縁強度 28kV 

イ．数量 

- 新規調達・据付台数：  8台 

- 既設撤去・移設台数：  1台 
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ウ．容量 

各変圧器の容量については、後述（ 3）項）の各変電所の改修計画（表3-2-10）参照。 

エ．機能 

電圧降下対策の目的で、DTの11kV側に無電圧時タップ切替装置（電圧調整範囲：±2.5%、

±5%、の4タップ）を設置し、手動操作にてタップ切替を行う。 

3) 各変電所の改修計画 

各変電所の改修内容は、以下に示すとおりである。 

表 3-2-10 配電用変電所の改修計画 

配電設備 
配電用開閉器盤(RMU) 配電用変圧器(DT) 

 
  変電所名 
 改修内容 断路器 フューズ 改修内容 容量（kVA） 
1A 現状維持   現状維持  
1 交換 3台 1台(16A) 現状維持  
Essential 新設 3台 2台(16,50A) 新設 200 
New Gov. Office 上に含む   現状維持  
2 交換 2台 1台(25A) 交換 150 
3 交換 2台 1台(25A) 交換 200 
4 交換 2台 1台(25A) 交換 200 
New Hospital 現状維持   現状維持  
5 現状維持   現状維持  
6 交換 3台 1台(50A) 交換 400 
7 交換 2台 1台(16A) 交換 100 
8 交換 2台 1台(16A) 交換 100 
8A 現状維持   3より移設 160 
8B 現状維持   現状維持  
9 1より移設   交換 200 

4) 11kV ケーブル 

ア．ケーブルの仕様と概略ケーブル長 

本計画の11kVケーブルの仕様と概略のケーブル長を以下に示す。 

表3-2-10 11kV配電ケーブルの概略仕様 

番号 用途 絶縁体 導体 外装 ケーブル長 
（m） 

 1 変電所間接続用     
 (1) 幹線ル－プ用 XLPE 3芯、銅より線、   50mm2 鉄線 7,400
 (2) 新旧発電所接続用 同上 同上、 同上 、   25mm2 同上 110
 (3) 分岐用 同上 同上、 同上 、   25mm2 同上 3,370

 2 変電所内接続用（RMUとDTの接続用） 同上 同上、 同上 、   25mm2 同上 30
 3 既存ケーブル延長用 同上 3芯、アルミより線、25mm2 同上 100

（注）XLPE：架橋ポリエチレン、ケーブル長は工事余長を含まず。 

イ．敷設方法 

本計画で敷設される 11kV ケーブルは地中に直接埋設されるが、埋設ルートは「ツ」国

基準に従って、既存ケーブルが埋設されている道路端から 1.5m 以内の車道脇（道路占有



36 

地）とする。道路横断部は保守性ならびに車両荷重を考慮し、電線管（ポリ塩化ビニール）

内に敷設する。 

ケーブルの埋設深さは原則として土被りを 60cm とし、敷設したケーブルの上部（地下

約30cm）にはケーブル埋設表示シートを敷設する。また、ケーブル埋設標を敷設する（直

線上100m毎、及びコーナー、並びに道路横断部両側）。 

5) 配電網維持管理用道工具及び車両の調達 

ア．仕様及び数量 

配電網維持管理用動工具の品目及び車両は以下のとおりである。 

表3-2-12 配電網維持管理用道工具の概要 

番号 項目 用途 数量 
 1 耐圧試験器 11kV耐電圧試験 1式 
 2 絶縁油試験器 配電変圧器、リングメイン

ユニットの絶縁油劣化測定 
1式 

 3 ケーブル事故点探査器 ケーブルの事故点測定 1式 
 4 簡易形接地抵抗測定器 接地抵抗の測定 1式 
 5 テスター 電圧、電流等の測定 1式 
 6 相回転メーター 3相回路の相回転測定 1式 

7 遮断器引出工具 遮断器の点検修理 1式 
 8 車両（2WD, 1ton積みピックアップ） 資機材運搬 1台 

3-2-2-5 発電建屋建設計画 

(1) 計画内容 

本計画で新設される発電所は既設フォガファレ発電所敷地内に新設され、以下の施設を含む

ものとする。 

- 発電建屋  １棟 鉄骨構造、一部 2階建 
 建築面積約614m2、延べ床面積約768m2 

- 設備基礎  １式 燃料貯蔵タンク基礎を含む 

- 雨水貯水タンク １式 5m3×１基（有効容量） 

- 外構工事  １式 雨水排水、外灯工事（建屋取付） 

(2) 敷地・施設配置計画 

当該敷地は約 60m×80m の広さを有し、敷地入口側（北西）は空港滑走路脇の側道に面して

おり、反対側（裏側）は外洋に面している。空地の部分が比較的狭く発電建屋新設地としては

広さは十分とはいえない。 

従って、EU の援助で建設された発電所内の既存 TEC 事務所を日本側の工事着工前に「ツ」

国側が撤去する計画であり、「ツ」国は EUより書面で了解を得ている。 

配置計画に当たっては、発電所に隣接する家庭健康協会事務所への騒音による公害が生じな

いよう、かつ、敷地内での維持管理のための車両通行が可能なように計画する。 
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(3) 施設の主要機能と建築計画 

当該発電設備は基幹発電所としての機能を満足させるため、以下の諸室を計画する。また、

当該敷地は高潮の被害を受けたことがあるので、その対策として建屋の 1 階床面高さを、過去

に発生した高潮の記録より、地盤から 600mm高くして計画する。 

1) 発電機室 

600kW 発電機 3 台及び同補機類を設置する部屋で、保守点検が容易にできる広さを持っ

た配置計画とする。発電機寸法は長さ約 6m、幅約 2.5m、高さ約 3mである。補機類として

は、燃料及び潤滑油ポンプ、空気圧縮機、圧縮空気槽、廃油タンク等がある。それらを適

切に配置でき、更に部品の点検・補修・交換のための面積を含めて 20m×21m の平面寸法

とする。またエンジン部品の修理・交換用として 3トン天井クレーンを設置する。 

2) 電気室 

今回設置予定の 11kV高圧配電盤や低圧分電盤を設置する。配置は保守点検に支障のない

ように計画する。 

3) 監視・制御室 

発電所内の各機器を監視制御するために、2階に監視・制御室を設ける。 

4) 事務室 

電気料金徴収窓口、及び TECの事務職員 13名が執務する事務室を 1階に設ける。 

5) 換気室 

発電室の換気及びエンジン燃焼用空気の取り入れを行う換気用機械室を 2階に設置する。 

6) 倉庫 

機械関係の工具や使用頻度の高い予備品が保管できる予備品倉庫を 1階に設ける。 
 

(4) 各室の床面積と設備 

各室の床面積と付帯される設備は表 3-2-13のとおりとする。 

表 3-2-13 床面積表 

部 屋 名 面 積（m2） 設 備 

発電機室 320 照明、非常用照明、換気 
電気室 105 照明、非常用照明、換気 

監視・制御室 49 照明、非常用照明、空調換気 

事務室 151 照明、非常用照明、空調換気 

換気室 56 照明、非常用照明 

倉 庫 11.3 照明、換気 

その他 75.7 照明 

合 計 768m2  
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(5) 主要構造部仕様 

発電建屋の主要構造を表 3-2-14に示す 

表 3-2-14 主要構造部仕様 

名称 構造仕様 

基礎 鉄筋コンクリート、直接基礎 

土間及びケーブルピット 鉄筋コンクリート 

2階床 デッキプレート敷きの上鉄筋コンクリート

スラブ 
柱、梁 鉄骨構造、溶融亜鉛メッキ仕上げ 

(6) 仕上げ計画 

1) 外部仕上げ 

発電建屋の外部仕上げを表 3-2-15に示す 

表 3-2-15 外部仕上げ表 

部 位 仕上げの仕様 

屋根 耐酸被覆着色鋼板 

壁 耐酸被覆着色鋼板 
 
2) 内部仕上げ 

発電建屋の各室内部仕上げを表 3-2-16に示す 

表 3-2-16 内部仕上げ表 

名称 場所 仕上げ 

床 コンクリート金ゴテ仕上げ、耐油性ペンキ塗 
壁 グラスウール吸音材張 発電機室 
天井   同 上 
床 コンクリート金ゴテ仕上げ、防塵ペンキ塗 
壁 軽量鉄骨下地セメントボード張、ペンキ塗 監視・制御室 
天井 軽量鉄骨下地吸音板張 
床 コンクリート金ゴテ仕上げ、防塵ペンキ塗 
壁 軽量鉄骨下地セメントボード張、ペンキ塗 電気室 
天井 デッキプレートあらわし 
床 Pタイル張 
壁 軽量鉄骨下地セメントボード張、ペンキ塗 事務室 
天井 軽量鉄骨下地吸音板張 
床 コンクリート金ゴテ仕上げ 
壁 軽量鉄骨下地セメントボード張、ペンキ塗 換気室 
天井 グラスウール吸音材張 
床 コンクリート金ゴテ仕上げ 
壁 軽量鉄骨下地セメントボード張、ペンキ塗 倉 庫 
天井 デッキプレートあらわし 
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(7) 断面計画 

発電機室は、天井に設置されるエンジン発電機の保守用 3 トンクレーンで部品を吊り上げ可

能な高さとし、クレーンの吊り代 6.2mを確保した断面計画とする。 

(8) 構造計画 

1) 建屋主構造 

主構造は鉄骨造を採用する。この構造形式により工期の短縮及び建物の重量の低減がで

き基礎への負担を少なくすることができる。また塩害対策として溶融亜鉛メッキを鉄骨表

面に施すものとする。 

2) 基礎構造 

本施設の敷地の土質は隆起性珊瑚礁から成り、施設建設に対する地盤条件は良い。従っ

て基礎は直接基礎を採用する。 

(9) 建築設備 

主要諸室の建築設備は以下のとおりとする。 

1) 照明、コンセント設備 

屋内の照明器具は原則として蛍光灯とし、発電機室は昇降装置付きの水銀灯を採用する。

また、屋外用照明設備は既存同様にナトリウム灯を採用する。照度は発電機室床面で 200lx、

監視・制御室の机上で 500lx、事務室の机上で 300lxを基準とし、他室はこれらに準じる。 

各室に単相 240V(アース付き)のコンセントを設置する。また、発電機室には併せて３相

415V(アース付き)のコンセントも設備する。 

2) 冷房設備 

監視・制御室と事務室に冷房設備を備える。 

3) 換気設備 

発電機室には２階の換気機械室に設置されるブロワーにより、部屋の換気とエンジン燃

焼用空気が供給される。その他の各部屋には室内換気用のファン、及びガラリ等による自

然換気を考慮する。 

4) 雨水集水及び移送設備 

建屋で使用する飲料及び雑用水は発電建屋の屋根より雨水を集水し、地上置きの雨水貯

水タンク（5m3×1基）に貯め、揚水ポンプで補機置き場の屋上に設置された高架水槽へ移

送し、高架水槽から各設備へ供給する。 

5) 消火設備 

初期消火用として ABC消火器（10kgタイプ）を発電機室、電気室、監視・制御室及び倉

庫に 2本ずつ配置する。 
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なお、発電機室には燃料及び潤滑油等の可燃性のものが多くあるので、10kg タイプとは

別に、車輪付の 30kgタイプを 2台設置する。また、各部屋には、煙感知器型の自動火災報

知設備を設置し、火災警報は監視・制御室内の警報盤に表示する。 

6) クレーン設備 

本計画ではエンジン部品の点検・修理のため、シリンダー等の主要部品の引き抜きが可

能な容量（3トン）の天井クレーンを設置する。 

7) 避雷針設備 

発電建屋屋根と燃料タンクに避雷針を設置する。 

(10) 設備基礎 

ディーゼルエンジン発電機、補機、電気設備、燃料貯蔵タンク等の基礎及び配管・ケーブル

用ピットを建設する。 

 

3-2-2-6 発電設備実習訓練（OJT）計画 

本計画で整備される発電設備の仕様、グレードは、既設設備の運転・維持管理に携わっている

TECの既存技術レベルを考慮して選定されているが、既設発電設備とは異なり、回転数が 750rpm

以下の中速エンジンを採用している。TEC の運転・維持管理に携わる技術者は高速回転

（1,500rpm）の発電設備の運転・維持管理には慣れており、発電設備の基礎技術は保有している

が、本計画で整備される中速型発電設備の運転・維持管理技術は保有していない。また、最近の

技術開発によって、本計画で調達される発電設備のシステムが、既設発電設備には使用されてい

ないことも予想されるので、据付工事期間中には製造会社から派遣される技術者によって、「ツ」

国側技術者に対して運転・維持管理技術の実習訓練（OJT）を実施する必要が有る。 

(1) 据付工事期間中の OJT計画 

1) 計画内容 

ア. OJT実施期間と実施場所 

・座学   ：約1週間（現場） 

・現場実習 ：約5週間（現場） 

イ. インストラクター 

我が国の工事請負業者が納入する発電設備の製造会社から派遣される機材据付、試運

転・調整技術者をインストラクターとする。 

ウ. 研修員 

OJT を受講する「ツ」国側研修員は、当該発電設備運転開始後に、直接運転・維持管理

業務に携わる下記TEC運転員及び保守要員とする。 

従って、本計画の「ツ」国側実施機関である TEC は、発電設備の据付工事が開始されるま

でに、具体的に研修員を任命するものとする。 
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- 総括技術者 ： 1名 

- 運転要員  ： 電気技術者：1名 

機械技術者：1名 

  電気技能者：2名 

      機械技能者：2名 

      小   計：6名 

- 保守要員  ： 電気技術者：1名 

  機械技術者：1名 

  電気技能者：2名 

  機械技能者：3名 

  小   計：7名 

  合   計：14名 

 

エ. 研修内容 

- 座学 

運転保守マニュアルを使用して、当該発電設備を中心とした下記基礎教育を行う。 

・当該発電設備の特性、構造等 

・運転・保守管理の基礎（スケジュール・コントロール、予防保全の基礎的考

え方、設備機能、事故・故障対策の基礎、予備品及び工具の管理、図面、書

類の管理） 

- 現場研修 

我が国側の請負業者が機材の据付、試運転期間中に、下記項目・内容の研修を現場にて

行う。 

・シリンダーヘッドの開放、整備方法 

・燃料弁の分解、整備方法 

・吸排気弁のグラインダー仕上げ方法 

・ピストンの分解、整備方法 

・クランクピン軸受開放、点検方法 

・電動ポンプの整備方法 

・吸気フィルター、濾過器類の保守方法 

・起動及び停止方法 

・故障時の緊急停止方法 

・監視、目視点検方法 

・清浄機の保守方法 

・配管設備の保守方法 

・ケーブルの保守方法 

・電気設備の保守方法 

・維持管理用道工具、試験器具の使用方法 
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3-2-3 基本設計図 

基本設計の関連図面は添付資料-7 に示す通り。 

   分類 図面番号 図面名称 
発電所全体配置 G-01 新発電機棟 全体配置図 
 G-02 発電設備配置図 
発電所建屋 A-001 新発電機棟 建物概要及び仕上表 
 A-002 新発電機棟 建具表及び建具符号図 
 A-003 新発電機棟 1階平面図 
 A-004 新発電機棟 2階平面図 
 A-005 新発電機棟 立面図 
 A-006 新発電機棟 断面図 
発電設備 E-01 新フォガファレ発電所単線結線図 
 M-01 シンボルリスト 
 M-02 燃料系統図 
 M-03 潤滑油系統図 
 M-04 冷却水系統図 
 M-05 圧縮空気系統図 
 M-06 吸排気系統図 
配電設備 D-01 フナフチ配電系統図 
 D-02 11kV配電ルート図：フォガファレ島全地区 
 D-03 11kV配電ルート図：1A地区 
 D-04 11kV配電ルート図：中心地区（1/2） 
 D-05 11kV配電ルート図：中心地区（2/2） 
 D-06 11kV配電ルート図：7地区 
 D-07 11kV配電ルート図：8地区 
 D-08 11kV配電ルート図：8A地区 
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3-2-4 施工計画/調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

本計画は、我が国の無償資金協力制度の枠組みに基づき実施される。従って、本計画は我が国

政府により事業実施の承認がなされ、両国政府による交換公文(E/N)が取り交わされた後に実施に

移ることとなる。以下に本計画を実施に移す場合の基本事項及び特に配慮を要する点を示す。 

1) 事業実施主体 

｢ツ｣国側の本計画実施の責任機関は公共事業・エネルギー省 (MWE)であり、本計画の実施

機関はツバル電力公社（TEC）で、TEC は同国のフナフチ環礁及び地方環礁島における電力事業

の調査、計画、建設、運営、維持管理まで一切の事業を行っている。 

｢ツ｣国側は、日本のコンサルタント及び請負業者と密接な連絡並びに協議を行い、本計画

の実施を円滑に進めるため、本計画を担当する責任者を TEC 内に選任する必要がある。 

選任された責任者は、発電所員及びその他の「ツ」国政府関係者に対し、本計画の内容を

説明し把握させ、発電所建設及び 11kV 配電網改修予定地周辺の住民に対しても十分な説明を

し、計画内容の理解を得ると共に、建設工事実施中の安全確保について注意を促し、本計画の

進行及び維持管理に対し協力するように指導する必要がある。 

2) コンサルタント 

本計画の施設建設及び機材調達・据付工事を実施するため、日本のコンサルタントが「ツ」

国政府と設計監理契約を締結し、本計画に係る実施設計と施工監理業務を実施する。また、コ

ンサルタントは入札図書を作成すると共に、事業実施主体である TEC に代わり、入札資格審査

と入札実施業務を代行する。 

3) 請負業者 

本計画の施設建設と資機材の調達及び据付工事を実施する請負業者は、我が国の無償資金

協力の枠組みに従って、「ツ」国側により公開入札で日本国法人の請負業者が選定される。 

請負業者は本計画の完成後も、引き続き予備品の供給、故障時の対応等のアフターケアが

必要であり、当該設備引渡し後の連絡調整体制の構築についても十分留意する必要がある。 

4) 技術者派遣の必要性 

本計画の発電所建設及び配電線路改修工事は、建築工事と発電及び配電設備据付工事が同

時期に行われる複合工事である。このため、工期、品質、安全性の確保から工事全体を一貫し

て管理・指導できる現場所長の派遣が必要である。また、発電機基礎を含む発電所建屋建築工

事についても「ツ」国内に建築技術者が不足していることから、工程管理、品質及び安全確保

のために日本から技術者を派遣する必要がある。 

当該発電及び配電設備の据付工事には、設備の性能・機能及び構成に関して幅広い知識と

熟練した技術が必要である。従って、当該主要設備の据付工事期間及び試運転・調整時にそれ

ぞれの専門家を発電設備及び配電資機材製造会社から派遣する必要がある。 

また、一般に機器の故障はバスタブカーブで表わされるように、故障期間は初期故障、偶
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発故障及び磨耗故障期間の 3つに分類できる。この内、運転開始後、比較的多く発生する初期

故障に対し、適切な補修を行うことは、その機器寿命を維持する上で非常に重要である。従っ

て、本計画では、この初期故障に対する補修技能習得の支援として、E/N 期限内での電気及び

機械技術者による技術指導（実習教育）のための派遣を考慮する。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

1)「ツ」国の建設事情 

① 「ツ」国では建設工事に携わる作業員（労務者）の確保は可能であるが、工程、品質、安全管

理等の専門技術を持った熟練作業員や技術者は少ない。従って、日本の請負業者は必要に応じ

て日本から技術者又は熟練作業員を「ツ」国へ派遣する必要がある。 

② 本計画で調達する中型発電設備の据付・調整等の経験がある技術者を「ツ」国で調達すること

は困難であり、3-2-4-1 項に示したとおり、工事工程の管理も含めて日本から技術者の派遣を

計画する。 

③ 本計画の施設建設工事用及び機材の内陸輸送、据付工事に必要な最低限の建設機械についても、

「ツ」国で調達は不可能であるので近隣の第三国調達を計画する。 

2) 施工計画上の注意点 

① 当該地の過去43年間の月間平均降雨量は最少は6月の230mm、最大は1月の400mmと一年中降

雨がある。従って、掘削作業及び11 kV高圧ケーブルの端末処理作業については雨よけ及び雨

水排水計画を立案する等、雨水対策を考慮すると共に工程計画上の留意が必要である。 

② 発電設備の据付工事は発電所建屋工事、機械・電気設備工事等と並行して実施し、既設発電設

備との接続工事に当たっては、停電に伴う住民への影響を最小限とすると共に工程の短縮を図

る。 

③ 既設11 kV配電線改修工事の実施に当っては、停電や道路の交通規制等、市民生活への影響を

最小限とする様、施工計画を策定する。 

④ 既設11 kVケーブルの掘削に際しては、既設電話線に十分注意して作業をすると共に、電話線

の拡張工事等との工事時期が重ならないような工程を立案する必要がある。 

⑤ 発電所建設工事においては、契約工期を厳守するため発電機据付工事と建築仕上・設備工事が

同時進行となり、上下並行作業が発生する可能性が大きいため、日常の安全管理に留意する必

要がある。 

⑥ 既存樹木の伐採等を伴う工事が発生した時は、時期、伐採規模等を事前にTECと確認し、かつ、

環境破壊及び住民問題とならないように事前に関係省庁の確認及び住民の理解を得るよう対

処する。 

⑦ コンクリート工事用水には雨水又は淡水化された海水を使用する必要が有るが、共に量的に限

られており、どうしても地下水を使用せざるを得ない場合には、塩分含有量等の水質管理を行

い、コンクリート等の品質確保を図る必要がある。 

⑧ コンクリート工事等に使用される輸入骨材については環境に係る分析データを「ツ」国環境局

に提出し、当局の承認を受ける必要がある。 
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3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

我が国と「ツ」国側の施工及び調達・据付区分は表 3-2-17 に示すとおりである。 

表 3-2-17  日本国側と｢ツ｣国側の施工区分 

施 工 項 目 日 本 国 側 「ツ」国 側 

1. 発電設備   

1) ディーゼルエンジン発電設備 調達及び据付 - 

2) ディーゼルエンジン用機械補機設備 調達及び据付 - 

3) ディーゼルエンジン用電気補機設備 調達及び据付 - 

4) 燃料油貯蔵タンク、冷却水及び空気圧縮設備 調達及び据付 - 

5) 接地設備 調達及び据付 - 

6) 保守用道工具 調達のみ 保管 

7) 修理用機械 調達のみ 保管 

8) 予備品 調達のみ 保管 

9) 運転・保守マニュアル 調達及び説明 スタディ及び保管 

10) 実習教育 実施 受講 

11) 建設予定地の清掃等 - 実施 

2. 配電設備   

1) 新設11 kV開閉器盤(RMU)及び配電用変圧器 調達及び据付 - 

2) 既設11kV開閉器盤(RMU)及び配電用変圧器 撤去／再利用 撤去品は保管・処理 

3) 新設11 kVケーブル（接続材料、端末処理材含む） 調達及び据付 - 

4) 既設11 kVケーブルの撤去（可能な箇所のみ） 撤去 保管・処理 

5) 低圧配電盤、低圧ケーブル（付属品を含む） - 調達及び据付 

6) 接地設備、鍵及びフェンス - 調達及び据付 

7) 保守用道工具 調達のみ 保管 

8) 予備品 調達のみ 保管 

9) 運転・保守マニュアル 調達及び説明 スタディ及び保管 

10) 実習教育 実施 受講 

11) 樹木等障害物の除去 - 諸手続き・実施 

3. 発電所建屋及び仮設工事 - - 

1) 既設建屋の撤去 

2) 発電所建屋 

- 

設計及び施工 

諸手続き・実施 

- 

3) 発電所建屋用雨水給水設備 設計及び施工 - 

4) 燃料タンク基礎及び防油堤 設計及び施工 - 

5) 雨水排水設備 設計及び施工 - 

6) 家具、カーテン - 調達及び設置 

7) 工事用電気、水及び電話工事の材料 敷地内のみ施工 供給点を敷地内に準備

8) 工事用電気、水及び電話料金 負担 供給点を敷地内に準備

9) 発電設備の無負荷試験までの燃料及び潤滑油 調達 - 

10) 発電設備の負荷試験以降の燃料及び潤滑油 - 調達 
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3-2-2-4 施工監理計画/調達監理計画 

我が国の無償資金協力制度に基づき、コンサルタントは基本設計の主旨を踏まえ、プロジェクトチ

ームを編成した上、円滑な業務実施を図る。コンサルタントは工事施工期間中、現地に最低限一人の技

術者を常駐させ、工程監理、品質管理、安全管理を実施する。また、設備の据付、試運転・調整、引渡

試験等の工事進捗に併せて他の専門技術者を派遣し、請負業者が実施するそれら工事の監理を行う。 

更に、必要に応じて、国内及び第 3 国で製作される資機材の工場立会検査及び出荷前検査に国内の

専門家が参画し、資機材の現地搬入後のトラブル発生を未然に防ぐように監理を行う。 

1) 施工監理の基本方針 

コンサルタントは、本工事が所定の工期内に完成するよう工事の進捗を監理し、契約書に示され

た品質を確保すると共に工事が安全に実施されるように監理・指導することを基本方針とする。 

以下に主要な施工監理上の留意点を示す。 

ア．工程監理 

請負業者が契約時に計画した工程と、その進捗状況との比較を以下の項目毎に月及び週毎に行

い、遅れが出ると判断される場合は、請負業者に警告を出すと共に、その対策案の提出を求め、

工期内に工事が完成するように指導する。 

① 工事出来高確認 

② 機材搬入実績確認 

③ 技術者、技能工、労務者等の歩掛りと実数の確認 

イ．安全管理 

請負業者の責任者と協議・協力し、建設期間中の現場での労働災害、事故を未然に防止す

るための監理を行う。現場での安全管理に関する留意点は以下のとおりである。 

① 安全管理規定の制定と管理者の選任 

② 建設機械類の定期点検の実施による災害の防止 

③ 工事用車輌、建設機械等の運行ルートの策定と徐行運転の徹底 

④ 労務者に対する福利厚生対策と休日取得の励行 

 

2) 計画実施に関する全体的な関係 

施工監理時を含め、本計画の実施担当者の相互の関係は、図3-2-1に示すとおりである。 
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※備考：コンサルタント契約および工事契約には 

日本国政府の認証が必要である。 

日本国政府 

日本のコンサルタント会社 

･ 実施設計図書の作成 
･ 入札図書の作成 
･ 入札業務の代行 
･ 施工監理の実施 
･ 工事進捗の報告 

日本の請負会社 

･ 資機材の調達・輸送 
･ 施設建設工事 
･ 資機材調達・据付 
･ OJT の実施 
･ 現地試験および引渡し 

モルディヴ共和国政府 ツバル国政府 

･ 実施設計／入札図書
の確認 

･ 各契約書の確認 
･ 工事進捗の確認 

公共事業ネルギー省(MWE) 

ツバル電力公社(TEC) 

※
工
事
契
約 

交換公文（E/N） 

施工監理  

※コンサルタント 
契 約 

国際協力機構 
(JICA) 

 

図3-2-1 事業実施関係図 

 
3) 施工監督者 

工事請負業者は工事契約に基づき、施設建設工事並びに機材据付工事を実施するに当たり、

「ツ」国の現地業者と下請け契約を結ぶことにより現地の労務者を雇用することになる。従って、

建設期間中の工程管理、品質管理、安全管理を下請けの業者にも徹底させるため、請負業者は海

外での類似業務経験を持つ技術者を現地に派遣し、下請け業者の管理を行わせる必要がある。 

また、本計画の規模、内容から最低限以下の請負業者側技術者の現場常駐が望ましい。 

現 場 所 長：1名  工事全般の管理及びOJT責任者 

上記の他、各工事項目毎の工事進捗状況に合わせて、機材据付指導員、試験調整要員等の派遣

が必要である。 

 

3-2-4-5 品質管理計画 

コンサルタントの施工監理要員は、本計画で調達される資機材の品質並びにそれらの施工／据付出来

形が、契約図書（技術仕様書、実施設計図等）に示された品質・出来形に、請負業者によって確保され

ているかどうかを、下記の項目に基づき監理・照査を実施する。品質／出来形の確保が危ぶまれる時は、

請負業者に訂正、変更、修正を求める。 

① 資機材の製作図及び仕様書の照査 

② 資機材の工場検査立会い又は工場検査結果報告書の照査 

③ 梱包・輸送及び現地仮置き方法の照査 

④ 資機材の施工図及び据付要領書の照査 

⑤ 資機材に係る工場及び現場における試運転・調整・検査要領書の照査 
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⑥ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・検査の立会い 

⑦ 施設施工図と現場出来形の照査 

⑧ 竣工図の照査 

 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

本計画で使用する予定の建設用資機材及び調達対象資機材は、全て「ツ」国では製造・製作されてお

らず、海外から輸入されている。輸入された建設用資材の一部（セメント、型枠材等）は「ツ」国の市

場で少量に限り購入可能であるが、他の資機材は納期及び品質の保証等が困難であるので、日本または

第三国より調達する。 

本計画の主要機材である発電設備と配電用資機材については以下に示す通りである。 

1) 発電設備 

本計画で調達する発電設備は、以下の理由で日本製とする。 

① ヨーロッパ製： 

ヨーロッパでは本計画で必要とされる仕様を満足する発電設備を製造している会社が数社ある。

しかしながら、ヨーロッパは地理的に「ツ」国まで輸送距離が長いことから、輸送費等の事業費

が高くなることが予想される。また運転開始後の維持管理に必要な予備品・消耗品の調達に時間

がかかる恐れが高く、緊急時の対応に問題があると思われる。また、近隣諸国に代理店を置いて

いる製造会社が少なく、アフターサービス体制が万全とはいえない。 

② オーストラリア国及びニュージランド国製： 

本計画の調達対象となる規模のディーゼル発電設備は、オーストラリア及びニュージーランド

で製造していない。既設発電設備（アメリカ製）の販売代理店はオーストラリアにあるが、アフ

ターサービスは製造国のアメリカから行われており、異常時の対応に遅れる等アフターサービス

体制は万全でない。 

③ 米国製： 

米国の発電設備製造会社は、近年、本計画で整備される中速（750rpm 以下で連続運転定格）エ

ンジンの発電設備を製造しない傾向にあり、既設設備と同様の高速回転（1,000～1,500rpm）で短

時間運転仕様の非常用設備を中心に製造している。仮りに、米国の発電機製造会社が中速エンジ

ンを製造をしたとしても、その予備品・消耗品も通常の製造ラインに乗っていないため、運転開

始後の予備品・消耗品の納入に納期がかかり、また価格も高くなることも予想され、発電設備の

運用に支障が発生すると考えられる。 

④ 日本製： 

日本の多くの発電設備製造会社は本計画の調達対象となる規模のディーゼル発電設備(出力

500kW以上)を、電力会社が採用している中速エンジンとして製作している。 

また、海上輸送費がヨーロッパと比較して安価であること及び納入後の予備品の調達容易性や

良好なアフターサービス体制から、本計画で調達するディーゼル発電設備は日本製とする。 
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2) 配電設備機材 

現地では配電設備機材である配電用開閉器盤(RMU)、配電用変圧器、並びに 11kVケーブル等につ

いては主としてオーストラリア、ニュージランド及び ASEAN加盟国製が現地では使用されている。

これら配電設備機材の維持管理状態は比較的良好で、TECの要員も運転・保守に精通しているので、

本計画でも同資機材は第三国（オーストラリア、ニュージランド及びASEAN）調達を検討する。 

従って、本計画に使用する資機材の調達先は、規格、仕様、品質、生産、供給の安定性、運転・維持

管理の容易性、予備品調達や故障時におけるアフターサービス体制等を総合的に比較検討した結果、表

3-2-18のとおりとする。 

表 3-2-18  資機材調達先 

調達先 
資機材 

「ツ」国 日本国 第三国 

燃料油、潤滑油、冷却水 ○  - 

砂 - - ○ 

セメント   ○ 

砂利   ○ 

鋼材  ○ ○ 

鉄骨  ○ ○ 

建築設備・仕上げ材  ○ ○ 

ディーゼル発電設備 

-（ディーゼルエンジン、発電機、電気設備、機械設備、配

管材料、電力ケーブル等の電材） 

 

-同上用予備品 

-同上用保守用道工具 

 

- 

 

 

- 

- 

 

○ 

 

 

○ 

○ 

 

- 

 

 

- 

- 

配電設備 

-配電用変圧器 

-配電用開閉器盤 

-配電用電材等 

 

- 

- 

- 

 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

建設機械・車両 

-工事用機械（ﾊﾞｯｸﾎｰ､ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ､発電機､水中ﾎﾟﾝﾌﾟ等） 

-車両 

 

- 

- 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

3-2-4-7 実施工程 

我が国政府により本計画の実施が承認された後、両国間で交換公文（E/N）が取り交わされ、我が国の

無償資金協力制度に基づき、本計画の実施が開始される。本計画の実施は大きく、①実施設計、入札仕様

書の作成、②入札・工事契約、③資機材調達・据付工事の3段階からなる。 

図3-2-2に事業実施工程表を示す。 
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月 

項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

実

施

設

計  

                    

 
土

木

・

建

築

工

事  

 
 

                   

機

材

調

達

・

据

付  

                    

図3-2-2  事業実施工程表 

3-3 相手国側分担事業の概要 

本計画を実施するに当り、3-2-4-3 項「施工区分／調達・据付区分」に示す「ツ」国側施工範囲の他、

「ツ」国側が実施・負担する事項は以下のとおりである。 

(1) 計画に必要な情報及びデータの提供。 

(2) 日本側工事の開始以前に、増設発電所及び配電設備用地の確保または取得及び清掃。 

(3) 「ツ」国内の荷下ろし港及び空港での本計画に係わる製品の免税措置及び迅速な通関、荷下ろし

措置の確保。 

(4) 認証済み契約に基づき提供される製品やサービスに関連して、日本人が「ツ」国に滞在または入

国する許可。 

(5) 認証済み契約に基づき提供される製品やサービスに関連して通常「ツ」国で課税される税金、関

税等から日本人の免税措置。 

(6) 銀行口座開設に係わる日本の銀行への手数料の支払い。 

(7) 本計画の実施に際し、日本の無償資金協力で負担されない事項の全ての負担。 

（計 4.7ヶ月） 

（計 9.0ヶ月） 

（現地調査） 

（準備工事） 

（発電設備据付）

（輸送）

（工場製作）

（製作図作成・承認取得）

（国内作業）

（現地確認）

（躯体工事）

（計 13.0ヶ月） 

（基礎工事）

（外構工事）

(試運転調整)

（配電設備据付）

（設備・内装工事）

（輸送） 
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(8) 本計画の資機材引渡し検査への立会と、運転・維持管理技術移転のための技術者及び技能工のカ

ウンターパートとしての選出。 

(9) 資機材の据付工事中に必要な停電に関する諸手続の実施。 

(10) 日本の無償資金協力で調達される資機材の適正かつ効果的な使用と維持管理。 

(11) 日本の無償資金協力で要求される工程に合致した工程表に基づく、「ツ」国側所掌の 415 V 低圧

配電用資機材の調達と据付。 

(12) 配電網改修工事予定地周辺の住民への計画説明会等の開催（2005年2月末までに）。 

(13) 工事期間中の掘削土、汚水及び廃油並びに回収した資機材の廃棄場所の確保。 

(14) 配電線路上の障害物の除去。 

(15) 本計画の開始前までに、フォガファレ発電所内の既存TEC事務所の撤去。 

(16) 11kV配電線の更新及び新設 11 kV 配電線の敷設に係る諸手続き及び他のプロジェクトとの調整。 

(17) 既存11kVケーブルの撤去後の保管及び処理。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 基本方針 

本計画で最も維持管理が重要な設備は発電設備であり、その維持管理に当たっては、日常の需要の変

化に即応して、安定的に電力を供給するために、設備の運転・保守（O&M）及び設備環境の保全が不可欠

である。 

当該発電設備が持つ性能及び機能を維持し、継続した電力供給を行うためには、発電設備の信頼性、

安全性及び効率性の向上を柱とした適切な予防保全と維持管理の実施が望まれる。 

図3-4-1に維持管理の基本的な考え方を示す。 

 

 発電設備の適切な維持管理 

効率向上 

• 熱効率の向上 
• 稼働率の向上 
• 設備利用率の向上 
• 作業効率の向上 
• 電力損失の低減 

安全性向上 

• 自然災害からの保護 
• 人為的障害からの保護

信頼性向上 

• 電気の質の向上 
• 障害発生の防止 
• 障害の影響の最小化 
• 回復の迅速化 
• 経年劣化防止 

維 持 管 理 の 柱 

 

図 3-4-1  発電設備の維持管理の基本的な考え方 

本計画においては、「ツ」国は上記基本事項を常に念頭におき、工事期間中に我が国の請負業者によ

り派遣される専門技術者による現場実習訓練(On-the Job Training ：OJT)を通じて移転される運転・維

持管理技術(Operation & Maintenance：O&M技術)と、運転・保守マニュアルにしたがって事業完了後の

運転・保守を実施する必要がある。 

 

3-4-2 当該発電設備の運転計画 

本計画で整備される３台の発電設備は、「ツ」国の政治・経済の中心であるフナフチのベース電力供

給力となるため、各発電設備の運転計画は下記条件にて設定されるのが妥当である。 

年間設備稼働率 ： 約90％ 以上 

年間運転時間  ： 約8,000時間 

また、各発電設備の適正な運転に必要な定期点検項目は表3-4-1に示すとおりである。この定期点検

項目を考慮した上記運転条件の下での当該発電設備の初年度の年間運転計画を図 3-4-2 に示す。なお、
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同図に示すように3台の発電設備はそれぞれに、その維持・管理のために年間約32日間の運転停止が予

測される。同期間の電力供給に関してはフォガファレ発電所の 3 号機～5 号機の内の最低 2 台を点検中

の発電設備の代替電源として活用する必要がある。 

 

月 
項   目 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
備   考 

 
運転時間 
 
2500～3000時間毎 
の点検実施時期 
（点検所要時間：8日間） 
 
7500～8000時間毎 
の点検実施時期 
（点検所要時間：16日間） 
 

             
 運転時間計：333日間
 
 
 
 
 点検による運転 
 停止時間計：32日間

備考：年間稼働率 90％の場合を示す。 

（8日間）（8日間）

（16日間）

図3-4-2 当該発電設備１台の年間運転計画 

 

3-4-3 定期点検項目 

(1) 発電設備 

「ツ」国関係者は、表3-4-1に示す当該設備の標準的な定期点検項目及び発電設備製造会社が提出

する運転・保守マニュアルに基づいて、本発電設備の運転・維持管理計画を策定し、電力需要に見合

った経済的な運用計画を立案する必要がある。 
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表3-4-1 標準的な発電設備の定期点検項目 

 点検区分 主な作業項目 

日常（毎日）の点検 －燃料油面、潤滑油サンプタンク油面 

－ジャケット水の水面確認 

－始動空気槽圧力確認 

－各部の外観点検 

1,000時間毎の点検 －各部ボルト及びナットの締付状態の確認 

－燃料及び潤滑油フィルターの洗浄 

2,500～3,000時間毎の点検 －給排気弁、始動弁、燃料弁、燃料ポンプ、ピストン、ライナー等

の作動状態、油漏れ等の確認、潤滑油サンプタンクの油分析 

7,500～8,000時間毎の点検 －ピストン、シリンダライナーの作動状態、油漏れ等の確認及びガ

スケットの交換 

－ピストンリング、油カキリング、O－リングの交換 

－シリンダーヘッド分解及びガスケット、O－リングの交換 

－給排気弁の点検と排気弁O－リングの交換 

－燃料噴射弁の点検とノズル交換 

－クランクピンベアリングの点検及び必要な交換 

－過給器の分解・点検とベアリング等の交換 

－潤滑油サンプタンクの油分析と必要に応じた潤滑油交換 

デ 

ィ 

ー 

ゼ 

ル 

エ 

ン 

ジ 

ン 

16,000時間毎の点検 －上記7,500～8,000時間毎の点検 

－主軸受けの点検及び必要な交換 

－排気弁ローテータの点検と必要な交換 

－エンジン付潤滑油ポンプの分解点検と必要な交換 

日常（毎日の運転中）の点検 －各部目視点検及び異常音、各部温度状況の確認 

1ヶ月毎の点検 －異常振動の有無 

－潤滑油フロー状況及び軸受け部の漏油状況の確認 

－各部品の必要な清掃 

発 

電 

機 

1年毎の点検 －絶縁抵抗測定及びリード線、端子部点検 

－スペースヒータ等付属品の状況目視点検 

－軸受け部目視点検及び必要な清掃 

なお、上記の標準的な定期点検に要する概略日数は、以下のとおりである。 

・ 2,500～3,000時間毎の点検 ： 7～8日／回 

・ 7,500～8,000時間毎の点検 ： 15～18日／回 

・ 16,000時間毎の点検 ： 20～25日／回 

 

(2) 送配変電設備 

1) 変電機器の定期点検 

本計画で調達・据付けられる送配変電設備の標準的な定期点検項目は、表 3-4-2 に示すとお

りである。同表に示すとおり、配電設備の点検は、下記に示すような 3項目に分類できる。 

① 機器の異常発熱、異常音等を人間の五感により毎日点検する“巡視点検” 

② ボルト等の締付状態、絶縁物の表面汚損状態等、日常巡視点検では出来ない充電部の点検

を行う“普通点検” 

③ インターロック機構等の機能点検及び計器類の精度維持を実施する“精密点検” 
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なお、通常、普通点検は 1～2 年に 1度、精密点検は 4年に 1度程度実施される。また、遮断

器盤、配電盤等に内蔵されているヒューズ、計器、リレー等の性能劣化、絶縁性能の劣化、接

点の摩耗並びに特性が変化する部品は、普通点検及び精密点検時に、部品の特性と使用頻度を

確認した上で、適宜交換することが望ましい。 

表3-4-2 標準的な変電設備の定期点検項目 

点検項目 点検内容（方法） 巡視点検 普通点検 精密点検

開閉表示器、開閉表示灯の表示状況 ○ ○  

異常音、異常臭の発生の有無 ○ ○  

端子部の加熱変色の有無 ○ ○  

ブッシング、碍管の亀裂、破損の有無及び汚損状況 ○ ○  

設置ケース、架台等の発錆状況 ○ ○  

温度異常の有無（温度計） ○ ○  

設備外観 

ブッシング端子の締付け状況(機械的チェック) ○ ○  

各種計器の表示状況 ○ ○ ○ 

動作回数計の指示  ○ ○ 

操作函、盤内の湿潤、錆の発生の有無及び汚損の状

況 
 ○ ○ 

給油、清掃状況  ○ ○ 

配線の端子締付け状況 ○ ○ ○ 

開閉表示の状態確認  ○ ○ 

漏気、漏油の有無  ○ ○ 

操作前後の圧力確認（空気圧等）  ○ ○ 

動作計の動作確認  ○ ○ 

スプリングの発錆、変形、損傷の有無（手入れ） ○ ○ ○ 

各締付け部ピン類の異常の有無  ○ ○ 

補助開閉器、継電器の点検（手入れ）  ○ ○ 

操作装置 

及び 

制御盤 

直流制御電源の点検 ○   

絶縁抵抗の測定  ○ ○ 

接触抵抗の測定   ○ 

ヒータ断線の有無  ○ ○ 
測定･試験 

継電器動作試験  ○ ○ 

 

2) 配電線路の定期点検 

配電線路の維持管理は、日常の巡回点検により事故・損傷・破損個所を発見し、直ちに修復

作業を実施することが需要家への最も重要なサービスである。以下に主な日常巡回時の点検項

目を示す。 

(a)  配電機器と樹木等の接触の有無 
(b)  フェンス及び施錠装置の状態確認 

(c)  遮断器盤及び開閉器盤の状態確認 

 

3-4-4 燃料油調達計画 

本計画で調達する発電設備の運転に必要な燃料（ディーゼル油）の年間想定消費量は設備利用率を

90％と仮定した場合、3台運転で約4,500m3/年である。 
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現在TECは、フォガファレ発電所用の燃料を「ツ」国の民間石油会社から調達している。既設発電設

備と同様に TEC は、当該発電設備の安定した運転に支障のない様、必要とする燃料油の調達計画を策定

し実施する必要がある。 

3-4-5 スペアパーツ購入計画 

発電及び送配変電設備のスペアパーツは、運転時間に応じて交換する標準付属品と故障・事故等の緊

急時に必要となる交換部品とに分類される。従って、「ツ」国側は、定期点検サイクルに見合うように、

これ等の部品を購入する必要がある。 

本計画では、定期点検サイクルが一巡する 16,000 時間稼働分（約 2 年分）のスペアパーツを調達す

る計画であり、その主要品目は、定期点検項目から表3-4-3のとおりである。 

従って「ツ」国側は、約 2 年後までに標準付属品購入費用（発電・送配変電設備費の約 3％）を、ま

た必要な緊急交換用部品の購入費用を準備する必要がある。 
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表3-4-3  本計画で調達する予備品及び保守用道工具 

(1) 発電設備用予備品 

№ 項    目 数 量 
1. 機械関係予備品  
(1) 消耗品  

1) シリンダーカバー  
 ① パッキン、O－リング類 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ② ガスケットパッキン 6組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 

2) 給気弁  
 ① バルブスプリング 3組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ② バルブシート 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ③ O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 

3) 排気弁  
 ① バルブスプリング 3組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ② バルブシート 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ③ O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 

4) 燃料噴射弁  
 ① ノズルチップ 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ② O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 

5) ピストン  
 ① ピストンリング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ② オイルリング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ③ ピストンピン軸受 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ④ O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 

6) 連結棒  
 ① ナット、ボルト 1組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 

7) 燃料噴射ポンプ  
 ① プランジャー 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ② 燃料供給弁 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ③ デフレクター 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 
 ④ O－リング 2組×ｼﾘﾝﾀﾞｰ数×3台分 

8) 過給機  
 ① プレフィルター 2組×3台分 

9) 補機類  
 ① 燃料油系統フィルターメッシュ、ガスケット 200% 
 ② 潤滑油系統フィルターメッシュ、ガスケット 200% 

(2) 緊急予備品  
1) 給気弁完備 1組 
2) 排気弁完備 1組 
3) 燃料噴射ポンプ  
 ① 燃料噴射ノズル完備 1組 
 ② 燃料噴射ポンプ完備 1組 

4) 補機ポンプ類  
 ① 燃料供給ポンプ 1台 
 ② 燃料ドレン排出ポンプ 1台 
 ③ 廃油排出ポンプ 1台 
 ④ 潤滑油ポンプ 1台 
 ⑤ 給水ポンプ 1台 
 ⑥ 冷却水（高温）循環ポンプ 1台 
 ⑦ 冷却水（低温）循環ポンプ 1台 
 ⑧ 含油排水移送ポンプ 1台 
 ⑨ スラッジ排出ポンプ 1台 
 ⑩ スラッジ移送ポンプ 1台 
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2. 電気予備品  
(1) 消耗品  

1) 制御装置用ヒューズ タイプ毎に 200％ 
2) 高圧電力機器用ヒューズ 各 1ヶ 
3) 表示用ランプ（電球） タイプ毎に 100％ 
4) 表示用ランプ（LED） タイプ毎に 1ヶ 
5) 蛍光灯 タイプ毎に 200％ 

(2) 緊急予備品  
1) 各種リレー用ガラスカバー タイプ毎に 1ヶ 
2) 各種補助リレー タイプ毎に 1ヶ 
3) 各種保護リレー タイプ毎に 1ヶ 
4) 各種タイマー タイプ毎に 1ヶ 
5) 各種MCCB タイプ毎に 1ヶ 
6) 各種計器 タイプ毎に 1ヶ 
7) 各種切替スイッチ タイプ毎に 1ヶ 

 

(2) 配変電設備用予備品 

№ 項    目 数 量 

1. 消耗品  
 (1) 配電用変圧器用ヒューズ タイプ毎に 9ヶ 

 (2) シリカゲル（密閉型変圧器の場合は不要） 5kg 

 

(3) 保守用道工具 

№ 項    目 数 量 備 考 

1. 機械設備用   

 

(1) 特殊工具セット（エンジン、発電機用） 
(2) エンジン発電機用標準工具セット 
(3) ライナー抜出工具 
(4) 潤滑油分析キット 
(5) 水質測定キット 
(6) 変圧器（AC240V/100V、1kVA） 
(7) チェーンブロック（1トン×2.5m） 
(8) チェーンブロック（2.5トン×3m） 
(9) 騒音計 
(10) ポータブルNOx計 

1式 
1式 
1式 
1式 
1式 
1台 
1式 
1式 
1台 
1台 

 
 
 
 
 

測定器用 
 
 
 
 

2. 電気設備用   
 (1) 11kV用耐圧試験器 1台  
 (2) 絶縁油耐圧試験器 1台  
 (3) ケーブル事故点探査器 1台  
 (4) 簡易型接地抵抗測定器 1台  
 (5) サーキットテスター 1台  
 (6) 相回転メーター 1台  
 (7) 11kV遮断器引出工具 1台  

(4) 保守用車両 

№ 項    目 数 量 備 考 

1. 小型トラック（配電線保守用） 1台 2WD、ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ型 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本計画を我が国の無償資金協力により実施する場合の事業費総額は、約 9.30 億円となり、先に示し

た我が国と「ツ」国との施工負担区分に基づく双方の経費内訳は、以下に示す積算条件において、次の

とおりと見積もられる。ただし、ここに示す概算事業費は暫定値であり、必ずしも交換公文上の供与限

度額を示すものではなく、協力対象事業の実施が検討される時点において更に精査される。 

(1) 我が国側負担経費     概算総事業費 926百万円 

概算事業費（百万円） 

費目 フォガファレ

発電所増設 

フナフチ配電網

整備 
合 計 

z フォガファレ発電所 
z 発電設備、補機、燃料タンク等基礎 
z 建築設備 
z 外構工事 

213 － 213

施設 

z 11kV 配電網整備（配電用変電所,8 ヶ
所） 

z 11kV配電ケーブルの敷設 
z 維持管理用車輌、検査器具等 

－ 130 130

機材 z ディーゼル発電設備（600kW, 3台）
z 発電設備補機（燃料、潤滑油、吸排気、
冷却水、圧縮空気設備） 

z 電気設備、所内用電気設備 
z 予備品等 

491 － 491

実施設計・施工監理 79 13 92

合 計 783 143 926

(2) 「ツ」国負担経費     A$ 55,000（約442万円） 

「ツ」国側の主な負担事項は以下のとおりである。 

① 既設事務所の撤去： AS$  25,000（約201万円） 

② 発電所用地の整地及び不要物の撤去： AS$  30,000（約241万円） 

 

(3) 積算条件 

① 積算時点 平成16年12月 

② 為替交換レート 1 AS$＝80.29円（2004年6月から2004年11月までのTTS平均値） 

 1 US$＝109.90円 （同上） 

 1 NZ$＝73.94円  （同上） 

③ 施工期間 フォガファレ発電所増設工事並びにフナフチ配電網整備工事とも単年度に

よる工事とし、詳細設計及び施設建設・機材調達・据付の期間は施工工程に

示したとおりである。 

④ その他 本計画は、我が国無償資金協力ガイドラインに従い実施される。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

TEC の 2005 年予算上の平均電気料金は、0.43A$ (約 34.5 円) / kWh であり、同電気料金に基づくフ

ガファレ発電所の想定運転収支を表3-5-1に示す。 

同表に示すとおり、例えば本計画で供与される発電設備の年間設備利用率が27％以上（年間運転時間

で2,365時間以上）とした場合、良好な運転収支となる。「ツ」国の2003年の負荷率（平均需要÷最大

需要）は 69%であり、将来の負荷率も同程度であるとすれば、本計画発電設備の利用率は運転開始年次

（2007 年）で 52.5%、目標年次（2012 年）で78.7%となる。よって「ツ」国側は、適正な維持管理を実

施し、事業収支に見合う適切な発電設備の利用率を維持すれば、必要な運転維持管理費は賄えるものと

想定される。本計画で発電効率の高い設備を導入することにより、単位発電電力量当りの燃料費は削減

されることから、増加する販売電力量に見合った料金回収を確実に実施すれば､フナフチ電力系統におけ

るTECの事業収支は改善されるものと思われる。 

TEC 全体の収支としては、収益性の悪い小規模な外島部の電力事業も考慮しなければならないことか

ら､引き続き政府の補助は必要になるが、フナフチにおける TEC の事業収支が改善されることにより､政

府補助の規模も縮小できると考えられる。 



 

表3-5-1 本計画発電設備の想定運転収支 

26 27 50 70 90
Ⅰ．収入
1　設備容量 ① [kW] 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
2　年間運転時間 ② [hr] 2,278 2,365 4,380 6,132 7,884
3　発電電力量 ③ [kWh] 4,099,680 4,257,360 7,884,000 11,037,600 14,191,200
4　所内消費電力量 ④ (=③×0.03） [kWh] 122,990 127,721 236,520 331,128 425,736
5　送配変電損失電力量 ⑤ (=③×0.06） [kWh] 245,981 255,442 473,040 662,256 851,472
6　売電電力量 ⑥ (=③-④-⑤) [kWh] 3,730,709 3,874,198 7,174,440 10,044,216 12,913,992
7　平均売電単価 ⑦ [A$/kWh] 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43

収入合計 ⑧ (=⑥×⑦） [A$] 1,604,205 1,665,905 3,085,009 4,319,013 5,553,017
Ⅱ．支出
1　燃料費 ⑨ (=③×(3)×(5)） [A$] 829,704 861,616 1,595,584 2,233,818 2,872,052
2　潤滑油費 ⑩ (=③×(4)×(5)) [A$] 19,974 20,742 38,411 53,775 69,140
3　人件費 ⑪ (=(6)×14) [A$] 91,481 91,481 91,481 91,481 91,481
4　保守費 ⑫ [A$] 44,837 44,837 44,837 44,837 44,837
5　本社経費 ⑬ [A$] 366,957 366,957 366,957 366,957 366,957
6　減価償却費 ⑭ [A$] 269,025 269,025 269,025 269,025 269,025

支出合計 ⑮ [A$] 1,621,978 1,654,658 2,406,296 3,059,894 3,713,492
Ⅲ．運転収支 ⑯ (=⑧－⑮） [A$] -17,773 11,247 678,714 1,259,119 1,839,525

日本円換算 -1,426,994 903,044 54,493,922 101,094,685 147,695,449

年間稼働率（％）
項　　目 単　位

 
検討上の前提条件： (1) 売電単価はTECの 2005年予算上の平均売電単価 0.43 A$(約 34.5円)/kWhを採用した。 

(2) 所内電力損失率(3%)及び送電損失率(6%)は仮定した。 
(3) 燃料価格は 0.7814A$/ﾘｯﾀｰとした。 
(4) 潤滑油価格は 3.045A$/ﾘｯﾀｰとした。 
(5) 各消費量は以下の通りとした。 

燃料消費量 ： 0.259 ﾘｯﾀｰ/kWh 
潤滑油消費量： 0.0016 ﾘｯﾀｰ/kWh 

(6) 労務費算出上の発電所要員は 14名とした。 
尚、人件費単価は 6,535A$/年とした。 

(7) 保守費は、定期交換部品費等とし機器本体価格の 3％とした。 
(8) 管理費は、2005年TEC予算額とした。 
(9) 減価償却費は、当該発電設備の本体価格を基に耐用年数を 15年、残存価格を 10％とし定額法により算定した。 
(10) １A$＝80.29円とした。（2004年 6月～11月のTTSレート平均） 
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3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項としては、下記が考えられ

る。 

(1) 「ツ」国側負担工事である低圧の配電線用資機材の据付工事が遅延すると、本計画の実施により期

待される所定の機能が工期内に発揮されないこととなる。よって「ツ」国側は同工事を遅滞なく行

うために、建設チームを結成し、本計画の進捗に間に合うよう工程計画、要員計画、資機材購入計

画等を策定し、「ツ」国側工事の推進を図る必要がある。 

(2) 「ツ」国側は、配電網改修と他の新規インフラ整備計画とについて十分留意し、定期的にそれら関

連計画の動向、状況及び予定を把握すると共に、本プロジェクトとの調整を図る必要がある。 

(3) 配電設備改修工事に係る近隣住民への説明並びに合意取得が遅れると、配線ケーブル等の敷設工程

に影響を及ぼすので、「ツ」国側は関連手続きの進捗状況に留意する必要がある。 

(4) 「ツ」国側負担事項であるフォガファレ発電所内の既存 TEC 事務所及び関連する浄化槽、水タンク

等の撤去並びに整地工事が予定通り実施される必要がある。 

(5) 「ツ」国側負担事項である配電用変電所内の障害物の撤去と整地工事を予定通り実施する必要があ

る。 

(6) 「ツ」国側は本計画で建設される発電所の環境管理計画を策定し、環境局の承認を得ると共に、管

理計画に基づいた継続的な環境保全に留意する必要がある。 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

 
4-1 プロジェクトの効果 

本計画の実施により期待される効果は以下のとおりである。 

(1) 直接効果 

現状と問題点  本計画での対策(協力対象事業) 計画の効果・改善程度  

1. フナフチでは､電力供給力がピ
ーク負荷を下回っているため､

日常的に計画停電による負荷抑

制が実施されている。 

フナフチ電力系統のフォガファ

レ発電所に 600kWのディーゼル
発電設備を 3 台増設する。  

本計画の実施により､目標年次

(2012 年 )において供給力がピー
ク負荷を 612kW 上回るため、供

給力不足による計画停電が回避

できる。 

2. フナフチでは電力供給予備力が
不足しているため、発電設備が

事故や点検のため停止した場

合､供給力の不足を計画停電に

よって補っている。 

同上 

本計画の実施により､目標年次

(2012 年 )において供給力がピー
ク負荷を 612kW 上回るため､発

電設備が突発的な事故や点検の

ために停止しても供給力が確保

でき､計画停電が回避できる。 

3. フナフチでは配電設備の老朽
化、容量不足等による事故停電

が頻繁に発生している。（2003
年実績で合計 63 回、約 25 時間） 

フナフチ電力系統において、配

電設備、配電用ケーブルを更新

する。 

本計画の実施により、配電設備及

び配電ケーブルが更新され、容量

不足が解消されることで､設備の

老朽化・容量不足に起因する事故

停電が発生しなくなる。 

4. フナフチでは、配電設備の老朽
化、容量不足等により、需要家

端で約 15％（2003 年実績）の配
電損失が発生している。 

同上 

本計画の実施により、配電設備及

び配電ケーブルが更新され、容量

不足が解消されることで､配電損

失が現状の 15％から 10%程度に
低減される。  

(2) 間接効果 

現状と問題点  本計画での対策(協力対象事業) 計画の効果・改善程度  

1. フナフチの不安定な電力供給
が､同市の経済発展の足かせと

なっている。  

(1)フナフチ電力系統のフォガ
ファレ発電所に 600kW のデ

ィーゼル発電設備を 3台増設
する。 

(2)フナフチ電力系統において
配電設備、配電用ケーブルを

更新する。 

フナフチに安定した電力が供給

され、電力の品質が向上すること

で、フナフチにおける経済活動が

活性化される。 

2. フナフチの電力供給が不安定で
あるため､同市の公共／福祉施

設の安定した運用に支障を来し

ている。 
同上 

フナフチに安定した電力が供給

され、電力の品質が向上すること

で、フナフチにおける行政機関、

学校、病院等の公共／福祉施設の

運用が安定化される。 
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4-2 課題・提言 

本計画の効果が発現・持続するために、「ツ」国側が取り組むべき課題は以下のとおりである。 

(1) 本計画の実施により 2012 年までの緊急的な補償出力（最大出力の発電設備が 1 台停止した場合

の供給予備力）は確保されるが､2013 年以降の電力需要の伸びに対応するための電源開発を確実

に実施し､定期的な維持管理のために発電設備が停止できるよう供給予備力を確保する必要があ

る。 

(2) TEC は政府機関等の大口需要家からの電気料金回収を確実に行い、財務運営を健全化する必要が

ある。 

(3) 発電・配電設備の適切な維持管理、スペアパーツの購入に必要な予算を確保し、万一の故障、修

理のための設備停止時間を最低限とするために、非常用予備品は常時保管するよう計画する必要

がある。 

(4) 燃料消費量、補機動力使用量等の運転実績管理を徹底し、適切な発電原価管理を行うとともに、

本計画での供与資機材を含めた発電・配電用固定資産の減価償却費を確実に費用として計上し、

将来の設備投資資金として積み立てる必要がある。 

(5) 本計画で供与した設備の稼働率が 27%程度以上となるよう、フォガファレ発電所の既設・新設発

電設備の運用計画を策定する必要がある。 

(6) OJT 及びカウンターパート研修の成果を全ての運転・保守要員に確実に伝達するとともに、予防

保全技術の構築、運転・保守技術の維持向上に努める必要がある。 

(7) 環境影響評価報告書（EIA）の記載内容及び環境管理計画を遵守し､本プロジェクトの実施による

環境影響が EIA の予測を上回ることがないよう､適時見直す必要がある。 

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

以下の点から、無償資金協力による協力対象事業の実施は妥当であると判断される。 

(1) 裨益人口 

   本計画の実施により､フナフチ電力系統の供給エリアである首都フナフチの居住者（人口約 4.5

千人）に対し、安定した質の良い電力を供給することが可能となる。 

(2) 教育・民生の安定への貢献 

   発電設備容量及び配電設備容量が増加することで、電力の供給安定性が向上し､住民の生活レベ

ルの改善、社会福祉・公共施設の安定した運営、及び産業・経済活動の活性化が促進される。 

(3) 緊急性 

   フナフチでは、現時点で既に供給力不足から日常的に計画停電が実施されている状態であり､

本計画が実施されなければ、本計画の目標年次（2012 年）には最大需要電力の予測値である約

1,848kW に対し、約 1,008kW の供給力不足が発生する。安定した電力供給が行われなければ、経
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済活動が阻害され､住民の生活レベルの低下、社会・治安状況の悪化を引き起こす恐れがあること

から、緊急的に本計画を実施し､電力供給の安定化を図る必要がある。 

(4) 維持管理能力 

   本計画の実施機関である TEC の職員は、ディーゼル発電設備の運転・維持管理に関する基礎知識

は保有しているものの、本格的なオーバーホールを実施するには専門技術者の指示を仰がねばならない

状況にある。このため、本計画の実施段階で運転・維持管理技術に関する OJT を実施し、さらに必要なス

ペアパーツと運転・保守マニュアルの整備を行えば、本計画完成後も適切な設備の維持管理が実施され

るものと考えられる。 

(5) 中長期開発計画への寄与 

   「ツ」国では 1998 年から 2015 年までの国家開発計画（VISION 2015）を策定しており、電力

は同計画の重点分野である「基礎的インフラ整備」を実現するための重要なインフラと位置づけ

られている。本計画は、首都フナフチに安定した電力を供給することを目的として実施されるも

のであり、「ツ」国の国家開発計画の実現に大きく寄与するものと考えられる。 

(6) プロジェクトの収益性 

   TEC のフナフチにおける平均電力料金は約 34.5 円/kWh（2004 年、1A$=80.29 円の場合）であ

るが､本計画により新設されるディーゼル発電設備の発電原価は 24.51 円/kWh（利用率 50%）で

あり、運転収支は約 5450 万円/年（利用率 50％）の黒字となる。これに対してフナフチ以外の外

島部の運転収支は、2003 年実績で約 3000 万円/年の赤字となっている。TEC 全体の事業収支は、

採算性の悪い小規模な外島部の電力事業も考慮する必要があることから､本計画の収益性は発電

に必要な燃料費、修繕費、その他必要経費を賄う程度のものである。 

(7) 環境影響 

   環境影響評価の結果、本計画の実施により発生する NOx、SOx、騒音のレベルは「ツ」国の環

境基準の範囲内であり、環境に与える影響は小さいと言える。 

 

4-4 結論 

 本計画は前述したとおり、「ツ」国の経済の活性化や住民の生活レベルの向上、並びに社会福祉施設、

公共施設の安定した運営に多大な効果が期待されることから、協力対象事業に対して我が国の無償資

金協力を実施することは妥当であると考えられる。また、本計画の運営・維持管理についても、「ツ」

国側は人員・資金面で十分な体制を有しており、本計画の実施にあたり特段の問題は認められない。

4-2 項で述べた課題が達成されれば､本計画はより円滑かつ効果的に実施されるものと考えられる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－１  調査団員・氏名 



 

A-1 

調査団員氏名、所属 

１．基本設計調査 

氏    名 担  当  業  務 現        職 

林 宏之 総     括 
国際協力機構 無償資金協力部 
業務第二グループ交通インフラチーム 

西川 光久 
業務主任 / 電力計画 

/ 環境社会配慮 
八千代エンジニヤリング株式会社 

不二葦 教治 
発電設備計画 

（ディーゼル発電機） 
八千代エンジニヤリング株式会社 

玉井 昌幸 
配電計画 

（変電設備・電力ケーブル） 
八千代エンジニヤリング株式会社 

今井 進 発電施設計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

宮本 隆幸 施工・調達計画/積算 八千代エンジニヤリング株式会社 

 

２．基本設計概要説明調査 

氏    名 担  当  業  務 現        職 

西川 光久 
業務主任 / 電力計画 

/ 環境社会配慮 
八千代エンジニヤリング株式会社 

不二葦 教治 
発電設備計画 

（ディーゼル発電機） 
八千代エンジニヤリング株式会社 

玉井 昌幸 
配電計画 

（変電設備・電力ケーブル） 
八千代エンジニヤリング株式会社 
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調査行程 
１．基本設計調査 

官ベース

林団長

1 11月27日 土 機中

2 11月28日 日 スバ

8 12月4日 土 フナフチ

9 12月5日 日 フナフチ

10 12月6日 月 フナフチ

11 12月7日 火
移動 (ﾌﾅﾌﾁ 11:30～ｽﾊﾞ 13:45
by PC602)

官：ｽﾊﾞ
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：ﾌﾅﾌﾁ

12 12月8日 水
-日本大使館及びJICAフィジー
事務所への報告

官：ﾅﾃﾞｨ
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ：ﾌﾅﾌﾁ

13 12月9日 木
移動 (ﾅﾃﾞｨ 10:30 ～ 成田 17:00
by FJ302) フナフチ

14 12月10日 金 フナフチ

15 12月11日 土 フナフチ

16 12月12日 日 フナフチ

17 12月13日 月 フナフチ

18 12月14日 火 フナフチ

19 12月15日 水 フナフチ

20 12月16日 木
ﾌﾅﾌﾁ(西川,不二葦,玉井)
ｽﾊﾞ (今井,宮本)

21 12月17日 金
ﾌﾅﾌﾁ(西川,不二葦,玉井)
ｽﾊﾞ (今井,宮本)

22 12月18日 土
ﾌﾅﾌﾁ(西川,不二葦,玉井)
ｽﾊﾞ (今井,宮本)

23 12月19日 日 スバ

25 12月21日 火

-新設発電所、配電設備に係るTECとの協議

-団内打合せ及び資料整理

-F/R説明協議
-F/R承認取得

-市場調査
-自然条件調査打合せ

-新設発電所に係るTECとの協議

6 12月2日

-社会経済状況、環境保全、国家予算等に係る情報収集

-港湾施設、燃料備蓄設備、建設機材に係る調査

7 12月3日 金

木

-既設発電所、配電網詳細調査

フナフチ

-M/D案の修正
-M/D案の説明協議
-既設発電所、発電所新設予定地、配電線ルート現地調査
-ｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ説明協議

フナフチ

フナフチ

5 12月1日 水 フナフチ

-M/D署名
-サイト調査（発電所、配電網）
-サイト調査（発電所、配電網）
-既設発電所、配電網に関する情報収集

4 11月30日 火

3 11月29日 月 フナフチ

移動 （成田 21:35 by JL761～)

移動 (～ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ 07:15 by JL 761, ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ 12:00～ﾅﾃﾞｨ 17:35 by FJ920, ﾅﾃﾞｨ 20:15～ｽﾊﾞ 20:45
by PC510)

-公共事業・エネルギー省（MWE）、ツバル電力公社（TEC）表敬訪問
-ｲﾝｾﾌﾟｼｮﾝﾚﾎﾟｰﾄ、調査日程、質問表などの説明協議

移動 (ｽﾊﾞ 08:30～ﾌﾅﾌﾁ 10:45 by PC601)

コンサルタント
宿泊地

西川、不二葦、玉井 今井、宮本

順
日

月日 曜日

24 12月20日 月

-団内打合せ及び資料整理

移動 (ﾌﾅﾌﾁ 14:45～ｽﾊﾞ 17:00 by
PC604)

ブリスベーン

移動 (ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ 09:30～成田 17:20 by JL762)

移動 (ｽﾊﾞ 16:30～ﾅﾃﾞｨ 17:00 by PC177, ﾅﾃﾞｨ 20:40～ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ
22:40 by FJ921)

-日本大使館及びJICAフィジー事務所への報告

-市場調査

-資料整理

-新設配電設備に係るTECとの協議
-フィールドレポート（F/R）の作成

-団内打合せ及び資料整理、フィールドレポートの作成

-他ドナーの援助動向調査
-市場調査
-市場調査
-人口統計、気象データ等情報収集
-現地調査及びフィールドレポートの作成

-F/R説明協議 移動 ﾌﾅﾌﾁ 12:45～ｽﾊﾞ 15:00
by PC602)
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２．基本設計概要説明調査 

コンサルタント 順 

日 
月日  曜日 

西川、不二葦、玉井 
宿泊地

1 3月 12日 土 -移動［成田 21:35（JL761）→］ 機中 
2 3月 13日 日 -移動［→ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ 07:15, ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ 12:00～ﾅﾃﾞｨ 17:35 by FJ920,  

ﾅﾃﾞｨ 20:15～ｽﾊﾞ 20:45 by PC512］ 
ｽﾊﾞ 

3 3月 14日 月 -移動［ｽﾊﾞ 10:00～ﾌﾅﾌﾁ 12:15 by PC601］ 
-ツバル電力公社（TEC)表敬訪問、基本設計概要書、機材仕様書（案）の提出及び
説明 

ﾌﾅﾌﾁ 

4 3月 15日 火 -公共事業・エネルギー省（MWE）表敬訪問、基本設計概要書、機材仕様書（案）
の提出及び説明 

-基本設計概要書の説明及び協議（TEC） 
ﾌﾅﾌﾁ 

5 3月 16日 水 -基本設計概要書の説明及び協議（TEC） 
-機材仕様書（案）の説明及び協議（TEC） 

ﾌﾅﾌﾁ 

6 3月 17日 木 -無償資金協力スキームの説明、データ収集 
-協議議事録（M/D）案の説明、協議 

ﾌﾅﾌﾁ 

7 3月 18日 
 

金 -協議議事録（M/D）の署名 
-サイト調査（配電線ルート、配電用変電所） 

ﾌﾅﾌﾁ 

8 3月 19日 土 -サイト調査（フォガファレ発電所） ﾌﾅﾌﾁ 
9 3月 20日 日 -移動［ﾌﾅﾌﾁ 13:00～ｽﾊﾞ 15:15 by PC602］ ｽﾊﾞ 

10 3月 21日 月 -日本大使館及び JICAフィジー事務所への報告 
-移動［ｽﾊﾞ～ﾅﾃﾞｨ, ﾅﾃﾞｨ 20:40～ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ 22:40 by FJ921］ 

ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ

11 3月 22日 火 -移動［ﾌﾞﾘｽﾍﾞｰﾝ 09:30（JL762）→成田 17:20］ － 

 
備考: 

JICA: Japan International Cooperation Agency 
MWE: Ministry of Works & Energy 
TEC: Tuvalu Electricity Corporation 
M/D: Minutes of Discussions 
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相手国関係者リスト 

 所属及び氏名 職位 

首相府 (The Office of Prime Minister) 
Hon. Maatia Toafa Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Labor 
Mr. Paovapasi Nelesone Secretary to Government, the Office of Prime Minister 

 
 

首相府 環境局（Department of Environment: DoE) 
Mr. Mataio Tekinene Director 
Ms. Pepetua Latasi Environmental Officer 

 
 

公共事業・エネルギー省 (Ministry of Works and Energy: MWE) 
Hon. Saufatu Sopoanga Minister 
Mr. Pusinelli Laafai Secretary for Works and Energy 
Mr. Isaia Taape Assistant Secretary for Works and Energy 
Mr. Molipi Tausi Energy Planner 
Mr. Am Pelosa. M Tehulu Deputy Director of Works 
 
 

ツバル電力公社 (Tuvalu Electricity Corporation: TEC) 
Mr. Mafalu Lotolua General Manager 
Mr. Falani Boreham Assistant Generation Engineer 
Mr. Taaku Esekielu Assistant Distribution Engineer 
Mr. Tealofi Enosan Financial Controller 
 
 

外務・労働省 (Ministry of Foreign Affairs and Labor: MFAL) 
Mr. Tine Leuelu Secretary for Foreign Affairs and Labor 
 
 

在フィジー日本国大使館 
飯野 建郎 特命全権大使（Ambassador） 
榊原 基生 二等書記官（Second Secretary）（異動） 
渡邉 弘 二等書記官（Second Secretary） 
 
   

JICAフィジー事務所 
池城 直 所長（Resident Representative） 
荒木 康充 所員（Assistant Resident Representative）（異動） 
若杉 聡 所員（Assistant Resident Representative） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－４  討議議事録（M/D） 

































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－５  参考資料／入手資料リスト 



 

収集資料リスト 

調査名：ツバル国 フナフチ環礁電力供給施設整備計画 基本設計調査 

番号 資料の名称 
形態 

図書・ビデオ 
地図・写真等 

オリジナル・

コピー 
発行機関 発行年 

1 VISON 2015 (The Next Four Years) 図書 コピー Government of Tuvalu 1998年 

2 National Energy Policy in Tuvalu 図書 コピー 
The Tuvalu Government Energy 

Office 
1995年 

3 Tuvalu National Budget 2004 図書 コピー 
Ministry of Finance, Economic 

Planning and Industries 
2003年 

4 Population Census 2002 図書 コピー 
Ministry of Finance, Economic 

Planning and Industries 
2003年 

5 Quarterly Statistical Report December Quarter 2003 図書 コピー 
Ministry of Finance, Economic 

Planning and Industries 
2004年 

6 National Environmental Management Strategy 図書 コピー 
Ministry of Natural Resources and 

Environment 
1997年 

7 
Laws of Tuvalu Revised Edition 1990 Chapter 41 

Tuvalu Electricity Corporation Act (Act 7 of 1990) 
図書 コピー Government of Tuvalu 1990年 

8 Tuvalu Electricity Corporation Annual Budget 2005 図書 コピー TEC 2004年 

9 TEC Financial Table 図書 コピー TEC 2003年 

10 Fogafale Station Statistics 2004  図書 コピー TEC 2004年 
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資料－６  電力需給バランス 



2002年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.  最大需用電力 年間需要伸び率：６％

1.1. 既設需要家 731.0 774.0 820.4 1,064.7 1,227.2 1,300.8 1,463.6 1,551.5 1,644.6 1,743.2 1,847.8
1.2. 待機需要家
     1) 政府庁舎 184.0
     2) 冷凍倉庫及び運動施設 93.0
     3) 港湾施設 80.0

(最大需用電力） 731.0 774.0 1,004.4 1,157.7 1,227.2 1,380.8 1,463.6 1,551.5 1,644.6 1,743.2 1,847.8
2. 発電出力

2. 1 既設発電機   　　　　番号　(据付年）
No.1  (2001) 1,005.0 (Stopped) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
No.2  (1995) 248.0 200.0 100.0 100.0 200.0 200.0 (Retire)
No.3  (2000) 248.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0

  No.4  (2003) 400.0 120.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0
No.5  (2005) 400.0 200.0 200.0 200.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0 320.0

    (発電可能出力計）) 720.0 820.0 820.0 1,040.0 1,040.0 840.0 840.0 840.0 840.0 840.0 840.0

2. 2 新設発電機   　　　　番号　(据付年）
No. 1  (2007) 600.0 *2 570.0 570.0 750.0 570.0 570.0 540.0 本計画で建設
No. 2  (2007) 600.0 *2 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 540.0 本計画で建設
No. 3  (2007) 600.0 *2 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 540.0 本計画で建設

    (発電可能出力計）) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,710.0 1,710.0 1,890.0 1,710.0 1,710.0 1,620.0

2.3  発電可能出力合計 (2.2+2.3) [kW] 720.0 820.0 820.0 1,040.0 1,040.0 2,550.0 2,550.0 2,730.0 2,550.0 2,550.0 2,460.0

3.    電力バランス ( 2.3 - 1.)  [kW] -11.0 46.0 -184.4 -117.7 -187.2 1,169.2 1,086.4 1,178.5 905.4 806.8 612.2

4.    最大出力発電機  [kW] 200.0 320.0 320.0 320.0 320.0 570.0 570.0 750.0 570.0 570.0 540.0

5.   緊急的な補償出力 ( 3. - 4.)  [kW] -211.0 -274.0 -504.4 -437.7 -507.2 599.2 516.4 428.5 335.4 236.8 72.2
　△ 　△

備考 *1:  年間電力需要伸び率：６％(想定） 計画目標年次

*2:  新設発電機稼働率：95％
*3:  新設発電機は600kW x 3台を想定

本計画完成年度

電力需給バランス

項　　　　目 備　　　考
定格出
力 [kW]

需要実績 需　要　予　測
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